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市第 161 号議案 

   横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運 

   営等の基準に関する条例等の一部改正 

 横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営等の基

準に関する条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

   令和３年３月12日提出 

横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運 

営等の基準に関する条例等の一部を改正する条例 

 （横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営等の

基準に関する条例の一部改正） 

第１条 横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営 

 等の基準に関する条例（平成24年12月横浜市条例第64号）の一部

を次のように改正する。 

   第３条第３項中「責任者の設置その他の」を削り、「講ずるよ

う努めなければ」を「講じなければ」に改める。 

  第32条中「第36条」を「第36条第１項」に改める。 

  第34条に次の１項を加える。 

 ４ 指定居宅介護事業者は、適切な指定居宅介護の提供を確保す

る観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関

係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超え

たものにより従業者の就業環境が害されることを防止するため

の方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。 

  第34条の次に次の１条を加える。 
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（業務継続計画の策定等） 

第34条の２ 指定居宅介護事業者は、感染症、非常災害等の発生

時において、利用者に対する指定居宅介護の提供を継続的に実

施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計

画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続

計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は、従業者に対し、業務継続計画につい

て周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しな

ければならない。 

３ 指定居宅介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行

い、必要に応じてその変更を行うものとする。 

  第35条に次の１項を加える。 

３ 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業所において感

染症が発生し、及びまん延しないように、次に掲げる措置を講

じなければならない。 

(1) 当該指定居宅介護事業所における感染症の予防及びまん延

の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置その

他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を

活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催す

るとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図るこ

と。 

(2) 当該指定居宅介護事業所における感染症の予防及びまん延

の防止のための指針を整備すること。 

(3) 当該指定居宅介護事業所において、従業者に対し、感染症

の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実

58



市第 161 号 

 

施すること。 

第36条に次の１項を加える。 

２ 指定居宅介護事業者は、前項に規定する重要事項を記載した

書面を当該指定居宅介護事業所に備え付け、かつ、これをいつ

でも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による

掲示に代えることができる。 

第36条の次に次の１条を加える。 

（身体拘束等の禁止） 

第36条の２ 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当た

っては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため

緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動

を制限する行為（以下「身体拘束等」という。）を行ってはな

らない。 

２ 指定居宅介護事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合に

は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならな

い。 

３ 指定居宅介護事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次

に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を

定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周

知徹底を図ること。 

(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的
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に実施すること。 

第41条の次に次の１条を加える。 

（虐待の防止） 

第41条の２ 指定居宅介護事業者は、虐待の発生又はその再発を

防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定居宅介護事業所における虐待の防止のための対策

を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結

果について、従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定居宅介護事業所において、従業者に対し、虐待の

防止のための研修を定期的に実施すること。 

(3) 前２号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く

こと。 

第49条中「第33条」の次に「、第36条の２」を加える。 

第60条第５項中「いう」を「いい、テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする」に改める。 

第69条中「第74条」を「第74条第１項」に改める。 

第70条に次の１項を加える。 

４  指定療養介護事業者は、適切な指定療養介護の提供を確保す

る観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関

係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超え

たものにより従業者の就業環境が害されることを防止するため

の方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。 

第72条に次の１項を加える。 

３ 指定療養介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たっ
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て、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならな

い。 

   第73条第２項中「指定療養介護事業所」を「当該指定療養介護

事業所」に、「又は」を「及び」に、「必要な措置を講ずるよう

努めなければ」を「、次に掲げる措置を講じなければ」に改め、

同項に次の各号を加える。 

(1) 当該指定療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防

及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電

話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期

的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹

底を図ること。 

(2) 当該指定療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防

及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

(3) 当該指定療養介護事業所において、従業者に対し、感染症

及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染

症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する

こと。 

第74条に次の１項を加える。 

２ 指定療養介護事業者は、前項に規定する重要事項を記載した

書面を当該指定療養介護事業所に備え付け、かつ、これをいつ

でも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による

掲示に代えることができる。 

 第75条を次のように改める。 

  第75条 削除 

  第77条第２項第４号中「第75条第２項」を「次条において準用
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する第36条の２第２項」に改める。 

   第78条中「まで、第21条」の次に「、第34条の２、第36条の２

」を加え、「第41条」を「第41条の２」に改める。 

  第87条の２の見出し中「支援」を「支援等」に改め、同条に次

の１項を加える。 

２ 指定生活介護事業者は、当該指定生活介護事業者が提供する

指定生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者

が、第 194 条の２に規定する指定就労定着支援の利用を希望す

る場合には、前項に規定する支援が終了した日以後速やかに当

該指定就労定着支援を受けられるよう、第 194 条の３第１項に

規定する指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければ

ならない。 

   第91条中「第94条」を「第94条第１項」に改める。 

  第92条第２項中「指定生活介護事業所」を「当該指定生活介護

事業所」に、「又は」を「及び」に、「必要な措置を講ずるよう

努めなければ」を「、次に掲げる措置を講じなければ」に改め、

同項に次の各号を加える。 

(1) 当該指定生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防

及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電

話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期

的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹

底を図ること。 

(2) 当該指定生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防

及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

(3) 当該指定生活介護事業所において、従業者に対し、感染症
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及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染

症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する

こと。 

第94条に次の１項を加える。 

２ 指定生活介護事業者は、前項に規定する重要事項を記載した

書面を当該指定生活介護事業所に備え付け、かつ、これをいつ

でも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による

掲示に代えることができる。 

第95条中「第29条」の次に「、第34条の２」を加え、「第37条 

」を「第36条の２」に、「及び第75条から第77条まで」を「、第

76条及び第77条」に、「同項第５号及び第６号」を「同項第４号

から第６号までの規定」に改める。 

第95条の６中「第29条」の次に「、第34条の２」を加え、「第

37条」を「第36条の２」に、「第75条から第77条まで」を「第76

条、第77条」に、「同項第５号及び第６号」を「同項第４号から

第６号までの規定」に改める。 

第 110 条中「第30条」の次に「、第34条の２」を加え、「第37

条」を「第36条の２」に改め、「、第75条」を削り、同条後段中

「第94条」を「第94条第１項」に改める。 

第 110 条の５中「第30条」の次に「、第34条の２」を加え、「 

第37条」を「第36条の２」に改め、「、第75条」を削り、同条後

段中「第94条」を「第94条第１項」に改める。 

第 123 条中「第35条」を「第34条（第１項及び第２項を除く。 

）」に、「第36条」を「第36条第１項」に改める。 

第 149 条及び第 149 条の５中「第29条」の次に「、第34条の２
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」を加え、「第37条」を「第36条の２」に、「第75条から第77条

まで」を「第76条、第77条」に、「同項第５号及び第６号」を「

同項第４号から第６号までの規定」に改める。 

第 158 条第２項第４号中「第75条第２項」を「第36条の２第２

項」に改める。 

第 159 条及び第 159 条の５中「第29条」の次に「、第34条の２

」を加え、「第37条」を「第36条の２」に改め、「、第75条」を

削る。 

第 163 条中第５項を削り、第６項を第５項とする。 

第 164 条第２項中「第４項まで及び第６項」を「第５項まで」

に改める。 

第 170 条の見出し中「支援」を「支援等」に改め、同条に次の

１項を加える。 

２ 指定就労移行支援事業者は、利用者が、第 194 条の２に規定

する指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に規定

する支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受

けられるよう、第 194 条の３第１項に規定する指定就労定着支

援事業者との連絡調整を行わなければならない。 

第 172 条中「第29条」の次に「、第34条の２」を加え、「第37

条」を「第36条の２」に、「第75条から第77条まで」を「第76条

、第77条」に、「同項第５号及び第６号」を「同項第４号から第

６号までの規定」に改める。 

第 183 条の見出し中「支援」を「支援等」に改め、同条に次の

１項を加える。 

２ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、利用者が、第 194 条の２に

64



市第 161 号 

 

規定する指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に

規定する支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援

を受けられるよう、第 194 条の３第１項に規定する指定就労定

着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。 

第 184 条の２の次に次の１条を加える。 

（運営状況に関する評価等） 

第 184 条の３ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、指定就労継続支

援Ａ型事業所ごとに、おおむね１年に１回以上、利用者の労働

時間その他の当該指定就労継続支援Ａ型事業所の運営状況に関

し必要な事項として省令の規定により厚生労働大臣が定める事

項について、省令の規定により厚生労働大臣が定めるところに

より、自ら評価を行い、その結果をインターネットの利用その

他の方法により公表しなければならない。 

第 185 条中「第29条」の次に「、第34条の２」を加え、「第37

条」を「第36条の２」に、「第75条から第77条まで」を「第76条

、第77条」に改め、同条後段中「同項第５号及び第６号」を「同

項第４号から第６号までの規定」に、「第94条」を「第94条第１

項」に改める。 

第 190 条中「第29条」の次に「、第34条の２」を加え、「第37

条」を「第36条の２」に、「第75条から第77条まで」を「第76条

、第77条」に、「同項第５号及び第６号」を「同項第４号から第

６号までの規定」に改める。 

第 194 条中「第29条」の次に「、第34条の２」を加え、「第37

条」を「第36条の２」に、「第75条から第77条まで」を「第76条

、第77条」に改め、同条後段中「同項第５号及び第６号」を「同
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項第４号から第６号までの規定」に、「第94条」を「第94条第１

項」に改める。 

第 194 条の８の見出し中「支援」を「支援等」に改め、同条第

２項中「対面」の次に「又はテレビ電話装置等を用いる方法その

他の対面に相当する方法」を加える。 

第 194 条の12及び第 194 条の20中「第34条から」の次に「第36

条まで、第37条から」を加える。 

第 200 条に次の１項を加える。 

６ 指定共同生活援助事業者は、適切な指定共同生活援助の提供

を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優

越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範

囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止

するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければな

らない。 

第 200 条の５中「第29条」の次に「、第34条の２」を加え、「

第37条」を「第36条の２」に、「第75条から第77条まで」を「第

76条、第77条」に改め、同条後段中「同項第５号及び第６号」を

「同項第４号から第６号までの規定」に、「第94条」を「第94条

第１項」に改める。 

第 200 条の８第２項中「日中サービス支援型指定共同生活援助

」を「日中サービス支援型指定共同生活援助事業所」に改め、同

条第４項中「日中サービス支援型指定共同生活援助の従業者」を

「日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者」に改め

、同条第５項中「日中サービス支援型指定共同生活援助」を「日

中サービス支援型指定共同生活援助事業所」に改める。 
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第 201 条中「第29条」の次に「、第34条の２」を加え、「第37

条」を「第36条の２」に、「第75条から第77条まで」を「第76条

、第77条」に改め、同条後段中「同項第５号及び第６号」を「同

項第４号から第６号までの規定」に、「第94条」を「第94条第１

項」に改める。 

第 201 条の11に次の１項を加える。 

５ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、適切な外部

サービス利用型指定共同生活援助の提供を確保する観点から、

職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とし

た言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確

化その他の必要な措置を講じなければならない。 

第 201 条の12中「第29条」の次に「、第34条の２」を加え、「

第37条」を「第36条の２」に、「第75条から第77条まで」を「第

76条、第77条」に改め、同条後段中「同項第５号及び第６号」を

「同項第４号から第６号までの規定」に、「第94条」を「第94条

第１項」に改める。 

第 202 条第１項中「及び第５項」を削り、同条第２項中「第６

項」を「第５項」に改める。 

附則第６項及び第７項中「平成33年３月31日」を「令和６年３

月31日」に改める。 

（横浜市指定障害者支援施設等の人員、設備、運営等の基準に関

する条例の一部改正） 

第２条 横浜市指定障害者支援施設等の人員、設備、運営等の基準

に関する条例（平成24年12月横浜市条例第65号）の一部を次のよ
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うに改正する。 

第３条第３項中「責任者を設置する等」を削り、「講ずるよう

努めなければ」を「講じなければ」に改める。 

第５条第１項第４号中エを削り、オをエとする。 

第７条第１項中「及びエ」を削り、同条第２項中「オ並びに」

を「エ並びに」に改める。 

第15条第１項中「平成24年12月横浜市条例第64号」の次に「。

以下「指定障害福祉サービス基準条例」という。」を加え、「同

条例」を「指定障害福祉サービス基準条例」に改める。 

第27条第５項中「いう」を「いい、テレビ電話装置その他の情

報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行

うことができるものとする」に改める。 

第36条の見出し中「支援」を「支援等」に改め、同条に次の２

項を加える。 

３ 指定障害者支援施設等は、就労移行支援の提供に当たっては

、利用者が、指定就労定着支援（指定障害福祉サービス基準条

例第 194 条の２に規定する指定就労定着支援をいう。以下同じ

。）の利用を希望する場合には、第１項に規定する支援が終了

した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、

指定就労定着支援事業者（指定障害福祉サービス基準条例第19 

4 条の３第１項に規定する指定就労定着支援事業者をいう。以

下同じ。）との連絡調整を行わなければならない。 

４ 指定障害者支援施設等は、就労継続支援Ｂ型の提供に当たっ

ては、利用者が、指定就労定着支援の利用を希望する場合には

、第２項に規定する支援が終了した日以後速やかに当該指定就
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労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連

絡調整に努めなければならない。 

第46条中「第52条」を「第52条第１項」に改める。 

第47条に次の１項を加える。 

４ 指定障害者支援施設等は、適切な施設障害福祉サービスの提

供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は

優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な

範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防

止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければ

ならない。 

第47条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第47条の２ 指定障害者支援施設等は、感染症、非常災害等の発

生時において、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供を

継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図

るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当

該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は、従業者に対し、業務継続計画につ

いて周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施し

なければならない。 

３ 指定障害者支援施設等は、定期的に業務継続計画の見直しを

行い、必要に応じてその変更を行うものとする。 

第49条に次の１項を加える。 

３ 指定障害者支援施設等は、前項に規定する訓練の実施に当た

って、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければなら
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ない。 

第50条第２項中「指定障害者支援施設等に」を「当該指定障害

者支援施設等に」に、「又は」を「及び」に、「必要な措置を講

ずるよう努めなければ」を「、次に掲げる措置を講じなければ」

に改め、同項に次の各号を加える。 

(1)  当該指定障害者支援施設等における感染症及び食中毒の予

防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ

電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定

期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知

徹底を図ること。 

(2)  当該指定障害者支援施設等における感染症及び食中毒の予

防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

(3)  当該指定障害者支援施設等において、従業者に対し、感染

症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感

染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施す

ること。 

第52条に次の１項を加える。 

２ 指定障害者支援施設等は、前項に規定する重要事項を記載し

た書面を当該指定障害者支援施設等に備え付け、かつ、これを

いつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定に

よる掲示に代えることができる。 

第53条に次の１項を加える。 

３ 指定障害者支援施設等は、身体拘束等の適正化を図るため、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレ
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ビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を

定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周

知徹底を図ること。 

(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的

に実施すること。 

第59条の次に次の１条を加える。 

（虐待の防止） 

第59条の２ 指定障害者支援施設等は、虐待の発生又はその再発

を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定障害者支援施設等における虐待の防止のための対

策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その

結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定障害者支援施設等において、従業者に対し、虐待

の防止のための研修を定期的に実施すること。 

(3) 前２号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く

こと。 

附則第２項中「特定旧法受給者」を「もの」に改める。 

附則第24項の見出しを削り、同項の前に見出しとして「（職場

への定着のための支援等の実施）」を付し、附則中第38項を第39

項とし、第27項から第37項までを１項ずつ繰り下げる。 

附則第26項中「同条例」を「指定障害福祉サービス基準条例」 

に改め、同項を附則第27項とし、附則中第25項を第26項とし、第

24項の次に次の１項を加える。 
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25 経過的指定障害者支援施設等は、就労継続支援Ａ型又は就労

継続支援Ｂ型の提供に当たっては、利用者が、指定就労定着支

援の利用を希望する場合には、前項に規定する支援が終了した

日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、指定

就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。 

（横浜市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条

例の一部改正） 

第３条 横浜市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関す

る条例（平成24年12月横浜市条例第66号）の一部を次のように改

正する。 

目次中「第32条」を「第32条の２」に改める。 

第３条第３項中「責任者の設置その他の」を削り、「講ずるよ

う努めなければ」を「講じなければ」に改める。 

第８条に次の１項を加える。 

３ 療養介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、

地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

  第17条第５項中「いう」を「いい、テレビ電話装置その他の情

報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行

うことができるものとする」に改める。 

第25条に次の１項を加える。 

４ 療養介護事業者は、適切な療養介護の提供を確保する観点か

ら、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景

とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものに

より職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明

確化その他の必要な措置を講じなければならない。 
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第25条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第25条の２ 療養介護事業者は、感染症、非常災害等の発生時に

おいて、利用者に対する療養介護の提供を継続的に実施するた

め及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下

「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従

い必要な措置を講じなければならない。 

２ 療養介護事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知

するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければ

ならない。 

３ 療養介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、

必要に応じてその変更を行うものとする。 

第27条第２項中「療養介護事業所」を「当該療養介護事業所」

に、「又は」を「及び」に、「必要な措置を講ずるよう努めなけ

れば」を「、次に掲げる措置を講じなければ」に改め、同項に次

の各号を加える。 

(1) 当該療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及び

まん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に

開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図

ること。 

(2) 当該療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及び

まん延の防止のための指針を整備すること。 

(3) 当該療養介護事業所において、職員に対し、感染症及び食

中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予
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防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。 

第28条に次の１項を加える。 

３ 療養介護事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲

げる措置を講じなければならない。 

  (1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を

定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知

徹底を図ること。 

  (2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

  (3) 職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること。 

   第２章中第32条の次に次の１条を加える。 

（虐待の防止） 

第32条の２ 療養介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止

するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

  (1) 当該療養介護事業所における虐待の防止のための対策を検

討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができ

るものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果に

ついて、職員に周知徹底を図ること。 

  (2) 当該療養介護事業所において、職員に対し、虐待の防止の

ための研修を定期的に実施すること。 

  (3) 前２号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く

こと。 

第44条の２の見出し中「支援」を「支援等」に改め、同条に次

の１項を加える。 
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２ 生活介護事業者は、当該生活介護事業者が提供する生活介護

を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者が、指定就労

定着支援（横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備

、運営等の基準に関する条例（平成24年12月横浜市条例第64号

）第 194 条の２に規定する指定就労定着支援をいう。以下同じ

。）の利用を希望する場合には、前項に規定する支援が終了し

た日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、指

定就労定着支援事業者（同条例第 194 条の３第１項に規定する

指定就労定着支援事業者をいう。以下同じ。）との連絡調整に

努めなければならない。 

第48条第２項中「生活介護事業所」を「当該生活介護事業所」

に、「又は」を「及び」に、「必要な措置を講ずるよう努めなけ

れば」を「、次に掲げる措置を講じなければ」に改め、同項に次

の各号を加える。 

(1) 当該生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及び

まん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に

開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図

ること。 

(2) 当該生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及び

まん延の防止のための指針を整備すること。 

(3) 当該生活介護事業所において、職員に対し、感染症及び食

中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予

防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。 

第50条、第55条及び第60条中「第32条」を「第32条の２」に改
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める。 

第63条中第６項を削り、第７項を第６項とする。 

第64条第２項中「第５項まで及び第７項」を「第６項まで」に

改める。 

  第67条の見出し中「支援」を「支援等」に改め、同条に次の１

項を加える。 

２ 就労移行支援事業者は、利用者が、指定就労定着支援の利用

を希望する場合には、前項に規定する支援が終了した日以後速

やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着

支援事業者との連絡調整を行わなければならない。 

第69条中「第32条」を「第32条の２」に改める。 

第71条の２の次に次の１条を加える。 

（運営状況に関する評価等） 

第71条の３ 就労継続支援Ａ型事業者は、就労継続支援Ａ型事業

所ごとに、おおむね１年に１回以上、利用者の労働時間その他

の当該就労継続支援Ａ型事業所の運営状況に関し必要な事項と

して省令の規定により厚生労働大臣が定める事項について、省

令の規定により厚生労働大臣が定めるところにより、自ら評価

を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により

公表しなければならない。 

第82条の見出し中「支援」を「支援等」に改め、同条に次の１

項を加える。 

２ 就労継続支援Ａ型事業者は、利用者が、指定就労定着支援の

利用を希望する場合には、前項に規定する支援が終了した日以

後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労
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定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。 

第84条及び第87条中「第32条」を「第32条の２」に改める。 

第89条第１項中「及び第６項」を削り、同条第２項中「第７項

」を「第６項」に改める。 

 （横浜市地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条 

 例の一部改正） 

第４条 横浜市地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関す 

 る条例（平成24年12月横浜市条例第67号）の一部を次のように改 

 正する。 

   第２条第４項中「責任者を設置する等」を削り、「講ずるよう 

 努めなければ」を「講じなければ」に改める。 

  第４条に次の１項を加える。 

 ３ 地域活動支援センターは、前項に規定する訓練の実施に当た 

  って、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければなら 

  ない。 

  第13条の次に次の１条を加える。 

（勤務体制の確保等） 

 第13条の２ 地域活動支援センターは、利用者に対し、適切なサ

ービスを提供できるよう、職員の勤務の体制を定めておかなけ

ればならない。 

 ２ 地域活動支援センターは、当該地域活動支援センターの職員

によってサービスを提供しなければならない。ただし、利用者

の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでな

い。 

 ３ 地域活動支援センターは、職員の資質の向上のために、その
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研修の機会を確保しなければならない。 

 ４ 地域活動支援センターは、適切なサービスの提供を確保する

観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係

を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えた

ものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方

針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。 

  第14条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

 第14条の２ 地域活動支援センターは、感染症、非常災害等の発

生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施

するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画

（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計

画に従い必要な措置を講じなければならない。 

 ２ 地域活動支援センターは、職員に対し、業務継続計画につい

て周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しな

ければならない。 

 ３ 地域活動支援センターは、定期的に業務継続計画の見直しを

行い、必要に応じてその変更を行うものとする。 

第15条第２項中「又は」を「及び」に、「必要な措置を講ずる

よう努めなければ」を「、次に掲げる措置を講じなければ」に改

め、同項に次の各号を加える。 

(1) 当該地域活動支援センターにおける感染症及び食中毒の予

防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ

電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」

という。）を活用して行うことができるものとする。）を定
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期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹

底を図ること。 

  (2) 当該地域活動支援センターにおける感染症及び食中毒の予

防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

  (3) 当該地域活動支援センターにおいて、職員に対し、感染症

及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染

症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する

こと。 

 第18条の次に次の１条を加える。 

 （虐待の防止） 

 第18条の２ 地域活動支援センターは、虐待の発生又はその再発

を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

  (1) 当該地域活動支援センターにおける虐待の防止のための対

策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと

ができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その

結果について、職員に周知徹底を図ること。 

  (2) 当該地域活動支援センターにおいて、職員に対し、虐待の

防止のための研修を定期的に実施すること。 

  (3) 前２号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く

こと。 

 （横浜市福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例の一部改

正） 

第５条 横浜市福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例（平

成24年12月横浜市条例第68号）の一部を次のように改正する。 

   第２条第４項中「責任者を設置する等」を削り、「講ずるよう 
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 努めなければ」を「講じなければ」に改める。 

 第５条に次の１項を加える。 

 ３ 福祉ホームは、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域

住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

第11条の次に次の１条を加える。 

  （勤務体制の確保等） 

 第11条の２ 福祉ホームは、利用者に対し、適切なサービスを提

供できるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならな

い。 

２ 福祉ホームは、当該福祉ホームの職員によってサービスを提

供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及

ぼさない業務については、この限りでない。 

３ 福祉ホームは、職員の資質の向上のために、その研修の機会

を確保しなければならない。 

４ 福祉ホームは、適切なサービスの提供を確保する観点から、

職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とし

た言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化

その他の必要な措置を講じなければならない。 

第12条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第12条の２ 福祉ホームは、感染症、非常災害等の発生時におい

て、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため及

び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業

務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必
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要な措置を講じなければならない。 

 ２ 福祉ホームは、職員に対し、業務継続計画について周知する

とともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければなら

ない。 

 ３ 福祉ホームは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要

に応じてその変更を行うものとする。 

第13条第２項中「又は」を「及び」に、「必要な措置を講ずる

よう努めなければ」を「、次に掲げる措置を講じなければ」に改

め、同項に次の各号を加える。 

  (1) 当該福祉ホームにおける感染症の予防及びまん延の防止の

ための対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情報

通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して

行うことができるものとする。）を定期的に開催するととも

に、その結果について、職員に周知徹底を図ること。 

  (2) 当該福祉ホームにおける感染症の予防及びまん延の防止の

ための指針を整備すること。 

  (3) 当該福祉ホームにおいて、職員に対し、感染症の予防及び

まん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること

。 

第16条の次に次の１条を加える。 

  （虐待の防止） 

 第16条の２ 福祉ホームは、虐待の発生又はその再発を防止する

ため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

  (1) 当該福祉ホームにおける虐待の防止のための対策を検討す

る委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるも
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のとする。）を定期的に開催するとともに、その結果につい

て、職員に周知徹底を図ること。 

  (2) 当該福祉ホームにおいて、職員に対し、虐待の防止のため

の研修を定期的に実施すること。 

  (3) 前２号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く

こと。 

 （横浜市障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例の一

部改正） 

第６条 横浜市障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例 

 （平成24年12月横浜市条例第69号）の一部を次のように改正する

。 

  目次中「第45条」を「第45条の２」に改める。 

   第３条第３項中「責任者を設置する等」を削り、「講ずるよう 

 努めなければ」を「講じなければ」に改める。 

  第７条に次の１項を加える。 

 ３ 障害者支援施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、

地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

  第11条第１項第５号中エを削り、オをエとする。 

 第12条第１項中「及びエ」を削り、同条第２項中「オ並びに」

を「エ並びに」に改める。 

  第19条第５項中「いう」を「いい、テレビ電話装置その他の情

報通信機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行

うことができるものとする」に改める。 

 第28条の見出し中「支援」を「支援等」に改め、同条に次の２

項を加える。 
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 ３ 障害者支援施設は、就労移行支援の提供に当たっては、利用

者が、指定就労定着支援（横浜市指定障害福祉サービスの事業

等の人員、設備、運営等の基準に関する条例（平成24年12月横

浜市条例第64号）第 194 条の２に規定する指定就労定着支援を

いう。以下同じ。）の利用を希望する場合には、第１項に規定

する支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受

けられるよう、指定就労定着支援事業者（同条例第 194 条の３

第１項に規定する指定就労定着支援事業者をいう。以下同じ。

）との連絡調整を行わなければならない。 

 ４ 障害者支援施設は、就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては、

利用者が、指定就労定着支援の利用を希望する場合には、第２

項に規定する支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着

支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整

に努めなければならない。 

   第37条に次の１項を加える。 

 ４ 障害者支援施設は、適切な施設障害福祉サービスの提供を確

保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的

な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を

超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するた

めの方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない

。 

  第37条の次に次の１条を加える。 

  （業務継続計画の策定等） 

第37条の２ 障害者支援施設は、感染症、非常災害等の発生時に

おいて、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供を継続的

83



市第 161 号 

に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るため

の計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務

継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 障害者支援施設は、職員に対し、業務継続計画について周知

するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければ

ならない。 

３ 障害者支援施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、

必要に応じてその変更を行うものとする。 

   第39条第２項中「障害者支援施設に」を「当該障害者支援施設

に」に、「又は」を「及び」に、「必要な措置を講ずるよう努め

なければ」を「、次に掲げる措置を講じなければ」に改め、同項

に次の各号を加える。 

  (1) 当該障害者支援施設における感染症及び食中毒の予防及び

まん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装

置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に

開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図

ること。 

  (2) 当該障害者支援施設における感染症及び食中毒の予防及び

まん延の防止のための指針を整備すること。 

  (3) 当該障害者支援施設において、職員に対し、感染症及び食

中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予

防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。 

   第41条に次の１項を加える。 

３ 障害者支援施設は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲

げる措置を講じなければならない。 
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  (1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を

定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知

徹底を図ること。 

  (2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

  (3) 職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること。 

   第２章中第45条の次に次の１条を加える。 

（虐待の防止） 

第45条の２ 障害者支援施設は、虐待の発生又はその再発を防止

するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

  (1) 当該障害者支援施設における虐待の防止のための対策を検

討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができ

るものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果に

ついて、職員に周知徹底を図ること。 

  (2) 当該障害者支援施設において、職員に対し、虐待の防止の

ための研修を定期的に実施すること。 

  (3) 前２号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く

こと。 

附則第２項中「特定旧法受給者」を「もの」に改める。 

   附則第24項の見出しを削り、同項の前に見出しとして「（職場

への定着のための支援等の実施）」を付し、附則中第36項を第37

項とし、第25項から第35項までを１項ずつ繰り下げ、第24項の次

に次の１項を加える。 

 25 経過的障害者支援施設は、就労継続支援Ａ型又は就労継続支
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援Ｂ型の提供に当たっては、利用者が、指定就労定着支援の利

用を希望する場合には、前項に規定する支援が終了した日以後

速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定

着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。 

 （横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営等の

基準に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第７条 横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営

等の基準に関する条例等の一部を改正する条例（平成30年３月横

浜市条例第36号）の一部を次のように改正する。 

  附則第２項中「平成33年３月31日」を「令和４年３月31日」に

改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（虐待の防止のための措置に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和４年

３月31日までの間、第１条の規定による改正後の横浜市指定障害

福祉サービスの事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例

（以下「新指定障害福祉サービス基準条例」という。）第３条第

３項及び第41条の２（新指定障害福祉サービス基準条例第44条、

第44条の５、第49条、第78条、第95条、第95条の６、第 110 条、

第 110 条の５、第 123 条、第 149 条、第 149 条の５、第 159 条、

第 159 条の５、第 172 条、第 185 条、第 190 条、第 194 条、第19 

4 条の12、第 194 条の20、第 200 条の５、第 201 条及び第 201 条

の12において準用する場合を含む。）、第２条の規定による改正
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後の横浜市指定障害者支援施設等の人員、設備、運営等の基準に

関する条例（以下「新指定障害者支援施設等基準条例」という。

）第３条第３項及び第59条の２、第３条の規定による改正後の横

浜市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例（

以下「新障害福祉サービス基準条例」という。）第３条第３項及

び第32条の２（新障害福祉サービス基準条例第50条、第55条、第

60条、第69条、第84条及び第87条において準用する場合を含む。 

）、第４条の規定による改正後の横浜市地域活動支援センターの

設備及び運営の基準に関する条例（以下「新地域活動支援センタ

ー基準条例」という。）第２条第４項及び第18条の２、第５条の

規定による改正後の横浜市福祉ホームの設備及び運営の基準に関

する条例（以下「新福祉ホーム基準条例」という。）第２条第４

項及び第16条の２並びに第６条の規定による改正後の横浜市障害

者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例（以下「新障害者

支援施設基準条例」という。）第３条第３項及び第45条の２の規

定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるの

は、「講ずるよう努めなければ」とする。 

 （業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

３ 施行日から令和６年３月31日までの間、新指定障害福祉サービ

ス基準条例第34条の２（新指定障害福祉サービス基準条例第44条

、第44条の５、第49条、第78条、第95条、第95条の６、第 110 条

、第 110 条の５、第 123 条、第 149 条、第 149 条の５、第 159 条

、第 159 条の５、第 172 条、第 185 条、第 190 条、第 194 条、第

194 条の12、第 194 条の20、第 200 条の５、第 201 条及び第 201

条の12において準用する場合を含む。）、新指定障害者支援施設
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等基準条例第47条の２、新障害福祉サービス基準条例第25条の２

（新障害福祉サービス基準条例第50条、第55条、第60条、第69条

、第84条及び第87条において準用する場合を含む。）、新地域活

動支援センター基準条例第14条の２、新福祉ホーム基準条例第12

条の２及び新障害者支援施設基準条例第37条の２の規定の適用に

ついては、新指定障害福祉サービス基準条例第34条の２第１項、

新指定障害者支援施設等基準条例第47条の２第１項、新障害福祉

サービス基準条例第25条の２第１項、新地域活動支援センター基

準条例第14条の２第１項、新福祉ホーム基準条例第12条の２第１

項及び新障害者支援施設基準条例第37条の２第１項中「講じなけ

れば」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、新指定障害福

祉サービス基準条例第34条の２第２項、新指定障害者支援施設等

基準条例第47条の２第２項、新障害福祉サービス基準条例第25条

の２第２項、新地域活動支援センター基準条例第14条の２第２項

、新福祉ホーム基準条例第12条の２第２項及び新障害者支援施設

基準条例第37条の２第２項中「実施しなければ」とあるのは「実

施するよう努めなければ」と、新指定障害福祉サービス基準条例

第34条の２第３項、新指定障害者支援施設等基準条例第47条の２

第３項、新障害福祉サービス基準条例第25条の２第３項、新地域

活動支援センター基準条例第14条の２第３項、新福祉ホーム基準

条例第12条の２第３項及び新障害者支援施設基準条例第37条の２

第３項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。 

 （感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための措置に係る 

経過措置） 

４ 施行日から令和６年３月31日までの間、新指定障害福祉サービ
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ス基準条例第35条第３項（新指定障害福祉サービス基準条例第44

条、第44条の５、第49条、第 123 条、第 194 条の12及び第 194 条

の20において準用する場合を含む。）、第73条第２項及び第92条

第２項（新指定障害福祉サービス基準条例第95条の６、第 110 条

、第 110 条の５、第 149 条、第 149 条の５、第 159 条、第 159 条

の５、第 172 条、第 185 条、第 190 条、第 194 条、第 200 条の５

、第 201 条及び第 201 条の12において準用する場合を含む。）、

新指定障害者支援施設等基準条例第50条第２項、新障害福祉サー

ビス基準条例第27条第２項及び第48条第２項（新障害福祉サービ

ス基準条例第55条、第60条、第69条、第84条及び第87条において

準用する場合を含む。）、新地域活動支援センター基準条例第15

条第２項、新福祉ホーム基準条例第13条第２項並びに新障害者支

援施設基準条例第39条第２項の規定の適用については、これらの

規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ

」とする。 

 （身体拘束等の適正化のための措置に係る経過措置） 

５ 施行日から令和４年３月31日までの間、新指定障害福祉サービ

ス基準条例第36条の２第３項（新指定障害福祉サービス基準条例

第44条、第44条の５、第78条、第95条、第95条の６、第 110 条、

第 110 条の５、第 123 条、第 149 条、第 149 条の５、第 159 条、

第 159 条の５、第 172 条、第 185 条、第 190 条、第 194 条、第20 

0 条の５、第 201 条及び第 201 条の12において準用する場合を含

む。）、新指定障害者支援施設等基準条例第53条第３項、新障害

福祉サービス基準条例第28条第３項（新障害福祉サービス基準条

例第50条、第55条、第60条、第69条、第84条及び第87条において
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準用する場合を含む。）及び新障害者支援施設基準条例第41条第

３項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」

とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。 

 

提 案 理 由 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に

基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関す

る基準等の一部改正に伴い、関係規定の整備を図るため、横浜市指

定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営等の基準に関する

条例等の一部を改正する必要があるので提案する。 
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 参  考  

   横 浜 市 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事 業 等 の 人 員 、 設 備 、 運 

営 等 の 基 準 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                   （下 段  現  行） 

（ 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 の 一 般 原 則 ） 

第 ３ 条  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

３  指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 は 、 利 用 者 の 人 権 の 擁 護 、 虐 待 の 

           
防 止 等 の た め 、           必 要 な 体 制 の 整 備 を 行 う と 

                    責 任 者 の 設 置 そ の 他 の                               

                         講 じ な け 
と も に 、 そ の 従 業 者 に 対 し 、 研 修 の 実 施 そ の 他 の 措 置 を   

講 ず る よ 

 れ ば       
な ら な い 。 

う 努 め な け れ ば 

   （ 第 ４ 項 省 略 ） 

（ 運 営 規 程 ） 

第 32 条  指 定 居 宅 介 護 事 業 者 は 、 指 定 居 宅 介 護 事 業 所 ご と に 次 に 掲 

                          第 36 条 第 
げ る 事 業 の 運 営 に つ い て の 重 要 事 項 に 関 す る 運 営 規 程 （ 

                          第 36 条 

 １ 項 
に お い て 「 運 営 規 程 」 と い う 。） を 定 め て お か な け れ ば な ら 

 

な い 。 

   （ 第 １ 号 か ら 第 ９ 号 ま で 省 略 ） 

（ 勤 務 体 制 の 確 保 等 ） 

第 34 条  （ 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で 省 略 ） 

４  指 定 居 宅 介 護 事 業 者 は 、 適 切 な 指 定 居 宅 介 護 の 提 供 を 確 保 す る 
 

観 点 か ら 、 職 場 に お い て 行 わ れ る 性 的 な 言 動 又 は 優 越 的 な 関 係 を 
 

背 景 と し た 言 動 で あ っ て 業 務 上 必 要 か つ 相 当 な 範 囲 を 超 え た も の 
 

に よ り 従 業 者 の 就 業 環 境 が 害 さ れ る こ と を 防 止 す る た め の 方 針 の 
 

明 確 化 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 
 

（ 業 務 継 続 計 画 の 策 定 等 ） 
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第 34 条 の ２  指 定 居 宅 介 護 事 業 者 は 、 感 染 症 、 非 常 災 害 等 の 発 生 時 
 

に お い て 、 利 用 者 に 対 す る 指 定 居 宅 介 護 の 提 供 を 継 続 的 に 実 施 す 
 

る た め 及 び 非 常 時 の 体 制 で 早 期 の 業 務 再 開 を 図 る た め の 計 画 （ 以 
 

下 「 業 務 継 続 計 画 」 と い う 。） を 策 定 し 、 当 該 業 務 継 続 計 画 に 従 
 

い 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 
 

２  指 定 居 宅 介 護 事 業 者 は 、 従 業 者 に 対 し 、 業 務 継 続 計 画 に つ い て 
 

周 知 す る と と も に 、 必 要 な 研 修 及 び 訓 練 を 定 期 的 に 実 施 し な け れ 
 

ば な ら な い 。 
 

３  指 定 居 宅 介 護 事 業 者 は 、 定 期 的 に 業 務 継 続 計 画 の 見 直 し を 行 い 
 

、 必 要 に 応 じ て そ の 変 更 を 行 う も の と す る 。 
 

（ 衛 生 管 理 等 ） 

第 35 条  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

３  指 定 居 宅 介 護 事 業 者 は 、 当 該 指 定 居 宅 介 護 事 業 所 に お い て 感 染 
 

症 が 発 生 し 、 及 び ま ん 延 し な い よ う に 、 次 に 掲 げ る 措 置 を 講 じ な 
 

け れ ば な ら な い 。 
 

(1)  当 該 指 定 居 宅 介 護 事 業 所 に お け る 感 染 症 の 予 防 及 び ま ん 延 の 
 

防 止 の た め の 対 策 を 検 討 す る 委 員 会 （ テ レ ビ 電 話 装 置 そ の 他 の 
 

情 報 通 信 機 器 （ 以 下 「 テ レ ビ 電 話 装 置 等 」 と い う 。） を 活 用 し 
 

て 行 う こ と が で き る も の と す る 。） を 定 期 的 に 開 催 す る と と も 
 

に 、 そ の 結 果 に つ い て 、 従 業 者 に 周 知 徹 底 を 図 る こ と 。 
 

(2)  当 該 指 定 居 宅 介 護 事 業 所 に お け る 感 染 症 の 予 防 及 び ま ん 延 の 
 

防 止 の た め の 指 針 を 整 備 す る こ と 。 
 

(3)  当 該 指 定 居 宅 介 護 事 業 所 に お い て 、 従 業 者 に 対 し 、 感 染 症 の 
 

予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 の た め の 研 修 及 び 訓 練 を 定 期 的 に 実 施 す 
 

る こ と 。 
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（ 掲 示 ） 

第 36 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  指 定 居 宅 介 護 事 業 者 は 、 前 項 に 規 定 す る 重 要 事 項 を 記 載 し た 書 
 

面 を 当 該 指 定 居 宅 介 護 事 業 所 に 備 え 付 け 、 か つ 、 こ れ を い つ で も 
 

関 係 者 に 自 由 に 閲 覧 さ せ る こ と に よ り 、 同 項 の 規 定 に よ る 掲 示 に 
 

代 え る こ と が で き る 。 
 

（ 身 体 拘 束 等 の 禁 止 ） 
 

第 36 条 の ２  指 定 居 宅 介 護 事 業 者 は 、 指 定 居 宅 介 護 の 提 供 に 当 た っ 
 

て は 、 利 用 者 又 は 他 の 利 用 者 の 生 命 又 は 身 体 を 保 護 す る た め 緊 急 
 

や む を 得 な い 場 合 を 除 き 、 身 体 的 拘 束 そ の 他 利 用 者 の 行 動 を 制 限 
 

す る 行 為 （ 以 下 「 身 体 拘 束 等 」 と い う 。） を 行 っ て は な ら な い 。 
 

２  指 定 居 宅 介 護 事 業 者 は 、 や む を 得 ず 身 体 拘 束 等 を 行 う 場 合 に は 
 

、 そ の 態 様 及 び 時 間 、 そ の 際 の 利 用 者 の 心 身 の 状 況 並 び に 緊 急 や 
 

む を 得 な い 理 由 そ の 他 必 要 な 事 項 を 記 録 し な け れ ば な ら な い 。 
 

３  指 定 居 宅 介 護 事 業 者 は 、 身 体 拘 束 等 の 適 正 化 を 図 る た め 、 次 に 
 

掲 げ る 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 
 

(1)  身 体 拘 束 等 の 適 正 化 の た め の 対 策 を 検 討 す る 委 員 会 （ テ レ ビ 
 

電 話 装 置 等 を 活 用 し て 行 う こ と が で き る も の と す る 。） を 定 期 
 

的 に 開 催 す る と と も に 、 そ の 結 果 に つ い て 、 従 業 者 に 周 知 徹 底 
 

を 図 る こ と 。 
 

(2)  身 体 拘 束 等 の 適 正 化 の た め の 指 針 を 整 備 す る こ と 。 
 

(3)  従 業 者 に 対 し 、 身 体 拘 束 等 の 適 正 化 の た め の 研 修 を 定 期 的 に 
 

実 施 す る こ と 。 
 

（ 虐 待 の 防 止 ） 
 

第 41 条 の ２  指 定 居 宅 介 護 事 業 者 は 、 虐 待 の 発 生 又 は そ の 再 発 を 防 
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止 す る た め 、 次 に 掲 げ る 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 
 

(1)  当 該 指 定 居 宅 介 護 事 業 所 に お け る 虐 待 の 防 止 の た め の 対 策 を 
 

検 討 す る 委 員 会 （ テ レ ビ 電 話 装 置 等 を 活 用 し て 行 う こ と が で き 
 

る も の と す る 。） を 定 期 的 に 開 催 す る と と も に 、 そ の 結 果 に つ 
 

い て 、 従 業 者 に 周 知 徹 底 を 図 る こ と 。 
 

(2)  当 該 指 定 居 宅 介 護 事 業 所 に お い て 、 従 業 者 に 対 し 、 虐 待 の 防 
 

止 の た め の 研 修 を 定 期 的 に 実 施 す る こ と 。 
 

(3)  前 ２ 号 に 掲 げ る 措 置 を 適 切 に 実 施 す る た め の 担 当 者 を 置 く こ 
 

と 。 
 

（ 運 営 に 関 す る 基 準 ） 

第 49 条  第 ５ 条 第 １ 項 及 び 第 ４ 節 （ 第 22 条 第 １ 項 、 第 23 条 、 第 24 条 

、 第 36 条 の ２ 
第 １ 項 、 第 28 条 、 第 33 条       、 第 40 条 第 ５ 項 及 び 第 44 条 
 

を 除 く 。） の 規 定 は 、 基 準 該 当 居 宅 介 護 の 事 業 に つ い て 準 用 す る

。 こ の 場 合 に お い て 、 第 16 条 中 「 介 護 給 付 費 」 と あ る の は 「 特 例

介 護 給 付 費 」 と 、 第 21 条 第 ２ 項 た だ し 書 中 「 次 条 第 １ 項 か ら 第 ３

項 ま で 」 と あ る の は 「 次 条 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 」 と 、 第 22 条 第 ２ 項

中 「 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 費 用 基 準 額 」 と あ る の は 「 基 準 該 当

障 害 福 祉 サ ー ビ ス に つ き 法 第 30 条 第 ３ 項 第 ２ 号 の 厚 生 労 働 大 臣 が

定 め る 基 準 に よ り 算 定 し た 費 用 の 額 （ そ の 額 が 現 に 当 該 基 準 該 当

障 害 福 祉 サ ー ビ ス に 要 し た 費 用 （ 特 定 費 用 を 除 く 。） の 額 を 超 え

る と き は 、 当 該 現 に 基 準 該 当 障 害 福 祉 サ ー ビ ス に 要 し た 費 用 の 額

）」 と 、 同 条 第 ３ 項 中 「 前 ２ 項 」 と あ る の は 「 前 項 」 と 、 同 条 第

４ 項 中 「 前 ３ 項 」 と あ る の は 「 前 ２ 項 」 と 、 第 27 条 第 １ 項 中 「 第

６ 条 第 ２ 項 」 と あ る の は 「 第 45 条 第 ２ 項 」 と 、 第 30 条 中 「 介 護 給

付 費 」 と あ る の は 「 特 例 介 護 給 付 費 」 と 、 第 40 条 第 ６ 項 中 「 前 ３
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項 」 と あ る の は 「 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

２  第 ５ 条 第 ２ 項 か ら 第 ４ 項 ま で 、 第 ４ 節 （ 第 22 条 第 １ 項 、 第 23 条 

、 第 36 条 の ２ 
、 第 24 条 第 １ 項 、 第 28 条 、 第 33 条               、 第 40 条 第 ５ 項 及 
 

び 第 44 条 を 除 く 。） 及 び 第 45 条 か ら 前 条 ま で の 規 定 は 、 重 度 訪 問

介 護 、 同 行 援 護 及 び 行 動 援 護 に 係 る 基 準 該 当 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の

事 業 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 16 条 中 「 介 護 給 付

費 」 と あ る の は 「 特 例 介 護 給 付 費 」 と 、 第 21 条 第 ２ 項 た だ し 書 中

「 次 条 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で 」 と あ る の は 「 次 条 第 ２ 項 及 び 第 ３

項 」 と 、 第 22 条 第 ２ 項 中 「 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 費 用 基 準 額 」

と あ る の は 「 基 準 該 当 障 害 福 祉 サ ー ビ ス に つ き 法 第 30 条 第 ３ 項 第

２ 号 の 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 基 準 に よ り 算 定 し た 費 用 の 額 （ そ の

額 が 現 に 当 該 基 準 該 当 障 害 福 祉 サ ー ビ ス に 要 し た 費 用 （ 特 定 費 用

を 除 く 。） の 額 を 超 え る と き は 、 当 該 現 に 基 準 該 当 障 害 福 祉 サ ー

ビ ス に 要 し た 費 用 の 額 ）」 と 、 同 条 第 ３ 項 中 「 前 ２ 項 」 と あ る の

は 「 前 項 」 と 、 同 条 第 ４ 項 中 「 前 ３ 項 」 と あ る の は 「 前 ２ 項 」 と

、 第 27 条 第 １ 項 中 「 第 ６ 条 第 ２ 項 」 と あ る の は 「 第 49 条 第 ２ 項 に

お い て 準 用 す る 第 45 条 第 ２ 項 」 と 、 第 30 条 中 「 介 護 給 付 費 」 と あ

る の は 「 特 例 介 護 給 付 費 」 と 、 第 40 条 第 ６ 項 中 「 前 ３ 項 」 と あ る

の は 「 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 」 と 、 第 48 条 第 ２ 項 中 「 次 条 第 １ 項 」 と

あ る の は 「 次 条 第 ２ 項 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

（ 療 養 介 護 計 画 の 作 成 等 ） 

第 60 条  （ 第 １ 項 か ら 第 ４ 項 ま で 省 略 ） 

５  サ ー ビ ス 管 理 責 任 者 は 、 療 養 介 護 計 画 の 作 成 に 係 る 会 議 （ 利 用 

者 に 対 す る 指 定 療 養 介 護 の 提 供 に 当 た る 担 当 者 等 を 招 集 し て 行 う 

   い い 、 テ レ ビ 電 話 装 置 等 を 活 用 し て 行 う こ と が で き る も の 
会 議 を 

い う 
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と す る 
。） を 開 催 し 、 前 項 の 療 養 介 護 計 画 の 原 案 の 内 容 に つ い て 

 

意 見 を 求 め る も の と す る 。 

  （ 第 ６ 項 か ら 第 10 項 ま で 省 略 ） 

（ 運 営 規 程 ） 

第 69 条  指 定 療 養 介 護 事 業 者 は 、 指 定 療 養 介 護 事 業 所 ご と に 次 に 掲 

第 74 条 第 
げ る 事 業 の 運 営 に つ い て の 重 要 事 項 に 関 す る 運 営 規 程 （ 

第 74 条 

 １ 項 
に お い て 「 運 営 規 程 」 と い う 。） を 定 め て お か な け れ ば な ら 

 

な い 。 

   （ 第 １ 号 か ら 第 10 号 ま で 省 略 ） 

（ 勤 務 体 制 の 確 保 等 ） 

第 70 条  （ 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で 省 略 ） 

４  指 定 療 養 介 護 事 業 者 は 、 適 切 な 指 定 療 養 介 護 の 提 供 を 確 保 す る 
 

観 点 か ら 、 職 場 に お い て 行 わ れ る 性 的 な 言 動 又 は 優 越 的 な 関 係 を 
 

背 景 と し た 言 動 で あ っ て 業 務 上 必 要 か つ 相 当 な 範 囲 を 超 え た も の 
 

に よ り 従 業 者 の 就 業 環 境 が 害 さ れ る こ と を 防 止 す る た め の 方 針 の 
 

明 確 化 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 
 

 （ 非 常 災 害 の 対 策 ） 

第 72 条  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

３  指 定 療 養 介 護 事 業 者 は 、 前 項 に 規 定 す る 訓 練 の 実 施 に 当 た っ て 
 

、 地 域 住 民 の 参 加 が 得 ら れ る よ う 連 携 に 努 め な け れ ば な ら な い 。 
 

（ 衛 生 管 理 等 ） 

第 73 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

当 該 指 定 療 養 介 護 事 業 所 
２  指 定 療 養 介 護 事 業 者 は 、            に お い て 感 染 

指 定 療 養 介 護 事 業 所 

及 び          、 次 に 掲 げ る 措 
症 及 び 食 中 毒 が 発 生 し 、   ま ん 延 し な い よ う に 

又 は          必 要 な 措 置 を 講 

置 を 講 じ な け れ ば   
な ら な い 。 

 ず る よ う 努 め な け れ ば 
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(1)  当 該 指 定 療 養 介 護 事 業 所 に お け る 感 染 症 及 び 食 中 毒 の 予 防 及 
 

び ま ん 延 の 防 止 の た め の 対 策 を 検 討 す る 委 員 会 （ テ レ ビ 電 話 装 
 

置 等 を 活 用 し て 行 う こ と が で き る も の と す る 。） を 定 期 的 に 開 
 

催 す る と と も に 、 そ の 結 果 に つ い て 、 従 業 者 に 周 知 徹 底 を 図 る 
 

こ と 。 
 

(2)  当 該 指 定 療 養 介 護 事 業 所 に お け る 感 染 症 及 び 食 中 毒 の 予 防 及 
 

び ま ん 延 の 防 止 の た め の 指 針 を 整 備 す る こ と 。 
 

(3)  当 該 指 定 療 養 介 護 事 業 所 に お い て 、 従 業 者 に 対 し 、 感 染 症 及 
 

び 食 中 毒 の 予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 の た め の 研 修 並 び に 感 染 症 の 
 

予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 の た め の 訓 練 を 定 期 的 に 実 施 す る こ と 。 
 

（ 掲 示 ） 

第 74 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  指 定 療 養 介 護 事 業 者 は 、 前 項 に 規 定 す る 重 要 事 項 を 記 載 し た 書 
 

面 を 当 該 指 定 療 養 介 護 事 業 所 に 備 え 付 け 、 か つ 、 こ れ を い つ で も 
 

関 係 者 に 自 由 に 閲 覧 さ せ る こ と に よ り 、 同 項 の 規 定 に よ る 掲 示 に 
 

代 え る こ と が で き る 。 
 

           
 （ 身 体 拘 束 等 の 禁 止 ） 

削 除                         
第 75 条  

指 定 療 養 介 護 事 業 者 は 、 指 定 療 養 介 護 の 提 供 に 当 た っ て は 

                                                                              
、 当 該 利 用 者 又 は 他 の 利 用 者 の 生 命 又 は 身 体 を 保 護 す る た め 緊 急 

                                                                              
や む を 得 な い 場 合 を 除 き 、 身 体 的 拘 束 そ の 他 利 用 者 の 行 動 を 制 限 

                                                                              
す る 行 為 （ 以 下 「 身 体 拘 束 等 」 と い う 。） を 行 っ て は な ら な い 。 

                               
２  指 定 療 養 介 護 事 業 者 は 、 や む を 得 ず 身 体 拘 束 等 を 行 う 場 合 に は 

                                                                              
、 そ の 態 様 及 び 時 間 、 そ の 際 の 利 用 者 の 心 身 の 状 況 並 び に 緊 急 や 

                                                                             
む を 得 な い 理 由 そ の 他 必 要 な 事 項 を 記 録 し な け れ ば な ら な い 。 

（ 記 録 の 整 備 ） 
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第 77 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  指 定 療 養 介 護 事 業 者 は 、 利 用 者 に 対 す る 指 定 療 養 介 護 の 提 供 に

関 す る 次 に 掲 げ る 記 録 を 整 備 し 、 当 該 指 定 療 養 介 護 を 提 供 し た 日

か ら ５ 年 間 保 存 し な け れ ば な ら な い 。 

   （ 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で 省 略 ） 

次 条 に お い て 準 用 す る 第 36 条 の ２ 第 ２ 項 
(4)                    に 規 定 す る 身 体 拘 束 

第 75 条 第 ２ 項 

等 の 記 録 

（ 第 ５ 号 及 び 第 ６ 号 省 略 ） 

（ 準 用 ） 

第 78 条  第 10 条 、 第 12 条 、 第 13 条 、 第 15 条 か ら 第 18 条 ま で 、 第 21 条 

、 第 34 条 の ２ 、 第 36 条 の ２ 
      、 第 37 条 、 第 38 条 第 １ 項 及 び 第 39 条 か 

       

第 41 条 の ２ 
ら      ま で の 規 定 は 、 指 定 療 養 介 護 の 事 業 に つ い て 準 用 す 

第 41 条 

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 10 条 第 １ 項 中 「 第 32 条 」 と あ る の は 「

第 69 条 」 と 、 第 21 条 第 ２ 項 た だ し 書 中 「 次 条 第 １ 項 」 と あ る の は

「 第 56 条 第 １ 項 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

支 援 等 
（ 職 場 へ の 定 着 の た め の    の 実 施 ） 

支 援 

第 87 条 の ２  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  指 定 生 活 介 護 事 業 者 は 、 当 該 指 定 生 活 介 護 事 業 者 が 提 供 す る 指 
 

定 生 活 介 護 を 受 け て 通 常 の 事 業 所 に 新 た に 雇 用 さ れ た 障 害 者 が 、 
 

第 194 条 の ２ に 規 定 す る 指 定 就 労 定 着 支 援 の 利 用 を 希 望 す る 場 合 
 

に は 、 前 項 に 規 定 す る 支 援 が 終 了 し た 日 以 後 速 や か に 当 該 指 定 就 
 

労 定 着 支 援 を 受 け ら れ る よ う 、 第 194 条 の ３ 第 １ 項 に 規 定 す る 指 
 

定 就 労 定 着 支 援 事 業 者 と の 連 絡 調 整 に 努 め な け れ ば な ら な い 。 
 

（ 運 営 規 程 ） 

第 91 条  指 定 生 活 介 護 事 業 者 は 、 指 定 生 活 介 護 事 業 所 ご と に 次 に 掲 
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第 94 条 第 
げ る 事 業 の 運 営 に つ い て の 重 要 事 項 に 関 す る 運 営 規 程 （  

第 94 条 

１ 項 
に お い て 「 運 営 規 程 」 と い う 。） を 定 め て お か な け れ ば な ら 

 

な い 。 

   （ 第 １ 号 か ら 第 12 号 ま で 省 略 ） 

（ 衛 生 管 理 等 ） 

第 92 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

当 該 指 定 生 活 介 護 事 業 所 
２  指 定 生 活 介 護 事 業 者 は 、            に お い て 感 染 
             指 定 生 活 介 護 事 業 所 

及 び          、 次 に 掲 げ る 措 
症 及 び 食 中 毒 が 発 生 し 、   ま ん 延 し な い よ う に 

又 は          必 要 な 措 置 を 講 

置 を 講 じ な け れ ば   
な ら な い 。 

ず る よ う 努 め な け れ ば 

(1)  当 該 指 定 生 活 介 護 事 業 所 に お け る 感 染 症 及 び 食 中 毒 の 予 防 及 
 

び ま ん 延 の 防 止 の た め の 対 策 を 検 討 す る 委 員 会 （ テ レ ビ 電 話 装 
 

置 等 を 活 用 し て 行 う こ と が で き る も の と す る 。） を 定 期 的 に 開 
 

催 す る と と も に 、 そ の 結 果 に つ い て 、 従 業 者 に 周 知 徹 底 を 図 る 
 

こ と 。 
 

(2)  当 該 指 定 生 活 介 護 事 業 所 に お け る 感 染 症 及 び 食 中 毒 の 予 防 及 
 

び ま ん 延 の 防 止 の た め の 指 針 を 整 備 す る こ と 。 
 

(3)  当 該 指 定 生 活 介 護 事 業 所 に お い て 、 従 業 者 に 対 し 、 感 染 症 及 
 

び 食 中 毒 の 予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 の た め の 研 修 並 び に 感 染 症 の 
 

予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 の た め の 訓 練 を 定 期 的 に 実 施 す る こ と 。 
 

（ 掲 示 ） 

第 94 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  指 定 生 活 介 護 事 業 者 は 、 前 項 に 規 定 す る 重 要 事 項 を 記 載 し た 書 
 

面 を 当 該 指 定 生 活 介 護 事 業 所 に 備 え 付 け 、 か つ 、 こ れ を い つ で も 
 

関 係 者 に 自 由 に 閲 覧 さ せ る こ と に よ り 、 同 項 の 規 定 に よ る 掲 示 に 
 

代 え る こ と が で き る 。 
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（ 準 用 ） 

第 95 条  第 10 条 か ら 第 18 条 ま で 、 第 20 条 、 第 21 条 、 第 23 条 、 第 24 条 

、 第 34 条 の ２  第 36 条 の ２ 
、 第 29 条       、      か ら 第 42 条 ま で 、 第 59 条 か ら 

            第 37 条 

、 第 76 条 及 び 第 77 条 
第 62 条 ま で 、 第 68 条 、 第 70 条 か ら 第 72 条 ま で 

及 び 第 75 条 か ら 第 77  

    
の 規 定 は 、 指 定 生 活 介 護 の 事 業 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 

条 ま で 

合 に お い て 、 第 10 条 第 １ 項 中 「 第 32 条 」 と あ る の は 「 第 91 条 」 と

、 第 21 条 第 ２ 項 た だ し 書 中 「 次 条 第 １ 項 」 と あ る の は 「 第 84 条 第

１ 項 」 と 、 第 24 条 第 ２ 項 中 「 第 22 条 第 ２ 項 」 と あ る の は 「 第 84 条

第 ２ 項 」 と 、 第 59 条 第 １ 項 及 び 第 60 条 （ 第 ３ 項 及 び 第 ９ 項 を 除 く

。） 中 「 療 養 介 護 計 画 」 と あ る の は 「 生 活 介 護 計 画 」 と 、 第 77 条

第 ２ 項 第 １ 号 中 「 療 養 介 護 計 画 」 と あ る の は 「 生 活 介 護 計 画 」 と

、 同 項 第 ２ 号 中 「 第 55 条 第 １ 項 」 と あ る の は 「 第 95 条 に お い て 準

用 す る 第 20 条 第 １ 項 」 と 、 同 項 第 ３ 号 中 「 第 67 条 」 と あ る の は 「 

同 項 第 ４ 号 か ら 第 ６ 号 ま で の 規 定 
第 90 条 」 と 、                               中 「 次 条 」 と あ る 

同 項 第 ５ 号 及 び 第 ６ 号 

の は 「 第 95 条 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

（ 準 用 ） 

第 95 条 の ６  第 10 条 か ら 第 18 条 ま で 、 第 20 条 、 第 21 条 、 第 23 条 、 第 

、 第 34 条 の ２  第 36 条 の ２ 
24 条 、 第 29 条       、      か ら 第 42 条 ま で 、 第 52 条 

第 37 条 

第 76  
、 第 59 条 か ら 第 62 条 ま で 、 第 68 条 、 第 70 条 か ら 第 72 条 ま で 、 

第 75  

条 、 第 77 条    
        、 第 79 条 、 第 81 条 及 び 前 節 （ 第 95 条 を 除 く 。）  
条 か ら 第 77 条 ま で 

の 規 定 は 、 共 生 型 生 活 介 護 の 事 業 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に

お い て 、 第 10 条 第 １ 項 中 「 第 32 条 」 と あ る の は 「 第 95 条 の ６ に お

い て 準 用 す る 第 91 条 」 と 、 第 21 条 第 ２ 項 た だ し 書 中 「 次 条 第 １ 項

」 と あ る の は 「 第 95 条 の ６ に お い て 準 用 す る 第 84 条 第 １ 項 」 と 、

第 24 条 第 ２ 項 中 「 第 22 条 第 ２ 項 」 と あ る の は 「 第 95 条 の ６ に お い
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て 準 用 す る 第 84 条 第 ２ 項 」 と 、 第 59 条 第 １ 項 及 び 第 60 条 （ 第 ３ 項

及 び 第 ９ 項 を 除 く 。） 中 「 療 養 介 護 計 画 」 と あ る の は 「 共 生 型 生

活 介 護 計 画 」 と 、 第 77 条 第 ２ 項 第 １ 号 中 「 療 養 介 護 計 画 」 と あ る

の は 「 共 生 型 生 活 介 護 計 画 」 と 、 同 項 第 ２ 号 中 「 第 55 条 第 １ 項 」

と あ る の は 「 第 95 条 の ６ に お い て 準 用 す る 第 20 条 第 １ 項 」 と 、 同

項 第 ３ 号 中 「 第 67 条 」 と あ る の は 「 第 95 条 の ６ に お い て 準 用 す る 

同 項 第 ４ 号 か ら 第 ６ 号 ま で の 規 定 
第 90 条 」 と 、                中 「 次 条 」 と あ る 

同 項 第 ５ 号 及 び 第 ６ 号 

の は 「 第 95 条 の ６ 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

（ 準 用 ） 

第 110 条  第 10 条 、 第 12 条 か ら 第 18 条 ま で 、 第 20 条 、 第 21 条 、 第 23  

、 第 34 条 の ２  第 36 条 の ２ 
条 、 第 24 条 、 第 29 条 、 第 30 条       、      か ら 第 43  

第 37 条 

     
条 ま で 、 第 62 条 、 第 68 条 、 第 70 条 、 第 72 条     、 第 76 条 、 第 

、 第 75 条 

89 条 及 び 第 92 条 か ら 第 94 条 ま で の 規 定 は 、 指 定 短 期 入 所 の 事 業 に

つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 10 条 第 １ 項 中 「 第 32 条 」

と あ る の は 「 第 108 条 」 と 、 第 21 条 第 ２ 項 た だ し 書 中 「 次 条 第 １

項 」 と あ る の は 「 第 105 条 第 １ 項 」 と 、 第 24 条 第 ２ 項 中 「 第 22 条 

第 94 条 第 １ 項 
第 ２ 項 」 と あ る の は 「 第 105 条 第 ２ 項 」 と 、       中 「 運 

第 94 条 

営 規 程 」 と あ る の は 「 第 108 条 の 運 営 規 程 」 と 読 み 替 え る も の と 

す る 。 

（ 準 用 ） 

第 110 条 の ５  第 10 条 、 第 12 条 か ら 第 18 条 ま で 、 第 20 条 、 第 21 条 、 

、 第 34 条 の ２  第 36 条 の ２ 
第 23 条 、 第 24 条 、 第 29 条 、 第 30 条       、      か ら 

第 37 条 

  
第 43 条 ま で 、 第 52 条 、 第 62 条 、 第 68 条 、 第 70 条 か ら 第 72 条 ま で  

、 

    
   、 第 76 条 、 第 89 条 、 第 92 条 か ら 第 94 条 ま で 、 第 99 条 及 び 前 
第 75 条 

節 （ 第 109 条 及 び 第 110 条 を 除 く 。） の 規 定 は 、 共 生 型 短 期 入 所
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の 事 業 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 10 条 第 １ 項 中 「

第 32 条 」 と あ る の は 「 第 110 条 の ５ に お い て 準 用 す る 第 108 条 」

と 、 第 21 条 第 ２ 項 た だ し 書 中 「 次 条 第 １ 項 」 と あ る の は 「 第 110

条 の ５ に お い て 準 用 す る 第 105 条 第 １ 項 」 と 、 第 24 条 第 ２ 項 中 「

第 22 条 第 ２ 項 」 と あ る の は 「 第 110 条 の ５ に お い て 準 用 す る 第 10  

第 94 条 第 １ 項 
5 条 第 ２ 項 」 と 、       中 「 運 営 規 程 」 と あ る の は 「 第 11  

第 94 条 

0 条 の ５ に お い て 準 用 す る 第 108 条 の 運 営 規 程 」 と 、 第 108 条 中

「 各 号 （ 第 100 条 第 ２ 項 の 規 定 の 適 用 を 受 け る 施 設 に あ っ て は 、

第 ３ 号 を 除 く 。）」 と あ る の は 「 各 号 」 と 読 み 替 え る も の と す る

。 

（ 準 用 ） 

第 34  
第 123 条  第 10 条 か ら 第 22 条 ま で 、 第 24 条 、 第 29 条 、 第 30 条 、 

第 35  

条 （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 を 除 く 。）  
か ら 第 43 条 ま で 及 び 第 68 条 の 規 

条 

定 は 、 指 定 重 度 障 害 者 等 包 括 支 援 の 事 業 に つ い て 準 用 す る 。 こ の

場 合 に お い て 、 第 10 条 第 １ 項 中 「 第 32 条 」 と あ る の は 「 第 122 条 

第 36 条 第 １ 項 
」 と 、       中 「 運 営 規 程 」 と あ る の は 「 第 122 条 の 運 営 

第 36 条 

規 程 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

（ 準 用 ） 

、 第 34  
第 149 条  第 10 条 か ら 第 21 条 ま で 、 第 23 条 、 第 24 条 、 第 29 条 

 

条 の ２  第 36 条 の ２ 
   、      か ら 第 42 条 ま で 、 第 59 条 か ら 第 62 条 ま で 、 第 

第 37 条 

第 76 条 、 第 77 条    
68 条 、 第 70 条 か ら 第 72 条 ま で 、           及 び 第 87 条 

第 75 条 か ら 第 77 条 ま で 

の ２ か ら 第 94 条 ま で の 規 定 は 、 指 定 自 立 訓 練 （ 機 能 訓 練 ） の 事 業

に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 10 条 第 １ 項 中 「 第 32 条

」 と あ る の は 「 第 149 条 に お い て 準 用 す る 第 91 条 」 と 、 第 16 条 中

「 介 護 給 付 費 」 と あ る の は 「 訓 練 等 給 付 費 」 と 、 第 21 条 第 ２ 項 た
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だ し 書 中 「 次 条 第 １ 項 」 と あ る の は 「 第 146 条 第 １ 項 」 と 、 第 24

条 第 １ 項 中 「 介 護 給 付 費 」 と あ る の は 「 訓 練 等 給 付 費 」 と 、 同 条

第 ２ 項 中 「 第 22 条 第 ２ 項 」 と あ る の は 「 第 146 条 第 ２ 項 」 と 、 第

59 条 第 １ 項 中 「 療 養 介 護 計 画 」 と あ る の は 「 自 立 訓 練 （ 機 能 訓 練

） 計 画 」 と 、 第 60 条 第 １ 項 、 第 ２ 項 及 び 第 ４ 項 か ら 第 ７ 項 ま で の

規 定 中 「 療 養 介 護 計 画 」 と あ る の は 「 自 立 訓 練 （ 機 能 訓 練 ） 計 画

」 と 、 同 条 第 ８ 項 中 「 療 養 介 護 計 画 」 と あ る の は 「 自 立 訓 練 （ 機

能 訓 練 ） 計 画 」 と 、 「 ６ 月 」 と あ る の は 「 ３ 月 」 と 、 同 条 第 10 項

中 「 療 養 介 護 計 画 」 と あ る の は 「 自 立 訓 練 （ 機 能 訓 練 ） 計 画 」 と

、 第 77 条 第 ２ 項 第 １ 号 中 「 療 養 介 護 計 画 」 と あ る の は 「 自 立 訓 練

（ 機 能 訓 練 ） 計 画 」 と 、 同 項 第 ２ 号 中 「 第 55 条 第 １ 項 」 と あ る の

は 「 第 149 条 に お い て 準 用 す る 第 20 条 第 １ 項 」 と 、 同 項 第 ３ 号 中

「 第 67 条 」 と あ る の は 「 第 149 条 に お い て 準 用 す る 第 90 条 」 と 、 

同 項 第 ４ 号 か ら 第 ６ 号 ま で の 規 定 
中 「 次 条 」 と あ る の は 「 第 149  

同 項 第 ５ 号 及 び 第 ６ 号 

条 」 と 、 第 90 条 第 ２ 号 中 「 介 護 給 付 費 又 は 特 例 介 護 給 付 費 」 と あ

る の は 「 訓 練 等 給 付 費 又 は 特 例 訓 練 等 給 付 費 」 と 読 み 替 え る も の

と す る 。 

（ 準 用 ） 

、 
第 149 条 の ５  第 10 条 か ら 第 21 条 ま で 、 第 23 条 、 第 24 条 、 第 29 条 
 

第 34 条 の ２  第 36 条 の ２ 
、      か ら 第 42 条 ま で 、 第 52 条 、 第 59 条 か ら 第 

第 37 条 

第 76 条 、 第 77 条   
62 条 ま で 、 第 68 条 、 第 70 条 か ら 第 72 条 ま で 、 

第 75 条 か ら 第 77 条 ま 

  
、 第 81 条 、 第 87 条 の ２ か ら 第 94 条 ま で 、 第 142 条 及 び 前 節 （ 第 

で 

149 条 を 除 く 。） の 規 定 は 、 共 生 型 自 立 訓 練 （ 機 能 訓 練 ） の 事 業

に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 10 条 第 １ 項 中 「 第 32 条

」 と あ る の は 「 第 149 条 の ５ に お い て 準 用 す る 第 91 条 」 と 、 第 16
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条 中 「 介 護 給 付 費 」 と あ る の は 「 訓 練 等 給 付 費 」 と 、 第 21 条 第 ２

項 た だ し 書 中 「 次 条 第 １ 項 」 と あ る の は 「 第 149 条 の ５ に お い て

準 用 す る 第 146 条 第 １ 項 」 と 、 第 24 条 第 １ 項 中 「 介 護 給 付 費 」 と

あ る の は 「 訓 練 等 給 付 費 」 と 、 同 条 第 ２ 項 中 「 第 22 条 第 ２ 項 」 と

あ る の は 「 第 149 条 の ５ に お い て 準 用 す る 第 146 条 第 ２ 項 」 と 、

第 59 条 第 １ 項 中 「 療 養 介 護 計 画 」 と あ る の は 「 共 生 型 自 立 訓 練 （

機 能 訓 練 ） 計 画 」 と 、 第 60 条 （ 第 ３ 項 及 び 第 ９ 項 を 除 く 。） 中 「

療 養 介 護 計 画 」 と あ る の は 「 共 生 型 自 立 訓 練 ( 機 能 訓 練 ) 計 画 」

と 、 第 77 条 第 ２ 項 第 １ 号 中 「 療 養 介 護 計 画 」 と あ る の は 「 共 生 型

自 立 訓 練 （ 機 能 訓 練 ） 計 画 」 と 、 同 項 第 ２ 号 中 「 第 55 条 第 １ 項 」

と あ る の は 「 第 149 条 の ５ に お い て 準 用 す る 第 20 条 第 １ 項 」 と 、

同 項 第 ３ 号 中 「 第 67 条 」 と あ る の は 「 第 149 条 の ５ に お い て 準 用 

同 項 第 ４ 号 か ら 第 ６ 号 ま で の 規 定 
す る 第 90 条 」 と 、                中 「 次 条 」 と 

同 項 第 ５ 号 及 び 第 ６ 号 

あ る の は 「 第 149 条 の ５ 」 と 、 第 90 条 第 ２ 号 中 「 介 護 給 付 費 又 は

特 例 介 護 給 付 費 」 と あ る の は 「 訓 練 等 給 付 費 又 は 特 例 訓 練 等 給 付

費 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

（ 記 録 の 整 備 ） 

第 158 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  指 定 自 立 訓 練 （ 生 活 訓 練 ） 事 業 者 は 、 利 用 者 に 対 す る 指 定 自 立

訓 練 （ 生 活 訓 練 ） の 提 供 に 関 す る 次 に 掲 げ る 記 録 を 整 備 し 、 当 該

指 定 自 立 訓 練 （ 生 活 訓 練 ） を 提 供 し た 日 か ら ５ 年 間 保 存 し な け れ

ば な ら な い 。 

   （ 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で 省 略 ） 

第 36 条 の ２ 第 ２ 項 
(4)  次 条 に お い て 準 用 す る                     に 規 定 す る 身 体 拘 束 

第 75 条 第 ２ 項 

等 の 記 録 

104



市第 161 号 

 

 

 

 

（ 第 ５ 号 及 び 第 ６ 号 省 略 ） 

（ 準 用 ） 

、 第 34  
第 159 条  第 10 条 か ら 第 19 条 ま で 、 第 21 条 、 第 24 条 、 第 29 条 

 

条 の ２  第 36 条 の ２ 
   、      か ら 第 42 条 ま で 、 第 59 条 か ら 第 62 条 ま で 、 第 

第 37 条 

     
68 条 、 第 70 条 か ら 第 72 条 ま で     、 第 76 条 、 第 87 条 の ２ か ら 

、 第 75 条 

第 94 条 ま で 、 第 147 条 及 び 第 148 条 の 規 定 は 、 指 定 自 立 訓 練 （ 生

活 訓 練 ） の 事 業 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 10 条 第

１ 項 中 「 第 32 条 」 と あ る の は 「 第 159 条 に お い て 準 用 す る 第 91 条

」 と 、 第 16 条 中 「 介 護 給 付 費 」 と あ る の は 「 訓 練 等 給 付 費 」 と 、

第 21 条 第 ２ 項 た だ し 書 中 「 次 条 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で 」 と あ る の

は 「 第 157 条 第 １ 項 か ら 第 ４ 項 ま で 」 と 、 第 24 条 第 １ 項 中 「 介 護

給 付 費 」 と あ る の は 「 訓 練 等 給 付 費 」 と 、 同 条 第 ２ 項 中 「 第 22 条

第 ２ 項 」 と あ る の は 「 第 157 条 第 ２ 項 」 と 、 第 59 条 第 １ 項 中 「 療

養 介 護 計 画 」 と あ る の は 「 自 立 訓 練 （ 生 活 訓 練 ） 計 画 」 と 、 第 60

条 第 １ 項 、 第 ２ 項 及 び 第 ４ 項 か ら 第 ７ 項 ま で の 規 定 中 「 療 養 介 護

計 画 」 と あ る の は 「 自 立 訓 練 （ 生 活 訓 練 ） 計 画 」 と 、 同 条 第 ８ 項

中 「 療 養 介 護 計 画 」 と あ る の は 「 自 立 訓 練 （ 生 活 訓 練 ） 計 画 」 と

、 「 ６ 月 」 と あ る の は 「 ３ 月 」 と 、 同 条 第 10 項 中 「 療 養 介 護 計 画

」 と あ る の は 「 自 立 訓 練 （ 生 活 訓 練 ） 計 画 」 と 、 第 90 条 第 ２ 号 中

「 介 護 給 付 費 又 は 特 例 介 護 給 付 費 」 と あ る の は 「 訓 練 等 給 付 費 又

は 特 例 訓 練 等 給 付 費 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

（ 準 用 ） 

、 
第 159 条 の ５  第 10 条 か ら 第 19 条 ま で 、 第 21 条 、 第 24 条 、 第 29 条 
 

第 34 条 の ２  第 36 条 の ２ 
     、      か ら 第 42 条 ま で 、 第 52 条 、 第 59 条 か ら 第 

第 37 条 

     
62 条 ま で 、 第 68 条 、 第 70 条 か ら 第 72 条 ま で     、 第 76 条 、 第 

、 第 75 条 
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81 条 、 第 87 条 の ２ か ら 第 94 条 ま で 、 第 147 条 、 第 148 条 、 第 152

条 及 び 前 節 （ 第 159 条 を 除 く 。） の 規 定 は 、 共 生 型 自 立 訓 練 （ 生

活 訓 練 ） の 事 業 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 10 条 第

１ 項 中 「 第 32 条 」 と あ る の は 「 第 159 条 の ５ に お い て 準 用 す る 第

91 条 」 と 、 第 16 条 中 「 介 護 給 付 費 」 と あ る の は 「 訓 練 等 給 付 費 」

と 、 第 21 条 第 ２ 項 た だ し 書 中 「 次 条 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で 」 と あ

る の は 「 第 159 条 の ５ に お い て 準 用 す る 第 157 条 第 １ 項 か ら 第 ４

項 ま で 」 と 、 第 24 条 第 １ 項 中 「 介 護 給 付 費 」 と あ る の は 「 訓 練 等

給 付 費 」 と 、 同 条 第 ２ 項 中 「 第 22 条 第 ２ 項 」 と あ る の は 「 第 159

条 の ５ に お い て 準 用 す る 第 157 条 第 ２ 項 」 と 、 第 59 条 第 １ 項 中 「

療 養 介 護 計 画 」 と あ る の は 「 共 生 型 自 立 訓 練 （ 生 活 訓 練 ） 計 画 」

と 、 第 60 条 （ 第 ３ 項 及 び 第 ９ 項 を 除 く 。） 中 「 療 養 介 護 計 画 」 と

あ る の は 「 共 生 型 自 立 訓 練 （ 生 活 訓 練 ） 計 画 」 と 、 第 90 条 第 ２ 号

中 「 介 護 給 付 費 又 は 特 例 介 護 給 付 費 」 と あ る の は 「 訓 練 等 給 付 費

又 は 特 例 訓 練 等 給 付 費 」 と 、 第 158 条 第 ２ 項 第 １ 号 中 「 次 条 」 と

あ る の は 「 第 159 条 の ５ 」 と 、 「 自 立 訓 練 （ 生 活 訓 練 ） 計 画 」 と

あ る の は 「 共 生 型 自 立 訓 練 （ 生 活 訓 練 ） 計 画 」 と 、 同 項 第 ３ 号 か

ら 第 ６ 号 ま で の 規 定 中 「 次 条 」 と あ る の は 「 第 159 条 の ５ 」 と 読

み 替 え る も の と す る 。 

（ 従 業 者 の 員 数 ） 

第 163 条  （ 第 １ 項 か ら 第 ４ 項 ま で 省 略 ） 

                               
５  第 １ 項 第 ２ 号 の 就 労 支 援 員 の う ち １ 人 以 上 は 、 常 勤 で な け れ ば 

      
な ら な い 。 

５ 
 （ 本 文 省 略 ） 

６ 

（ 認 定 指 定 就 労 移 行 支 援 事 業 所 の 従 業 者 の 員 数 ） 
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第 164 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

第 ５ 項 ま で      
２  前 条 第 ２ 項 か ら           の 規 定 は 、 前 項 の 従 業 者 

第 ４ 項 ま で 及 び 第 ６ 項 

及 び そ の 員 数 に つ い て 準 用 す る 。 

支 援 等 
（ 職 場 へ の 定 着 の た め の    の 実 施 ） 

支 援 

第 170 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  指 定 就 労 移 行 支 援 事 業 者 は 、 利 用 者 が 、 第 194 条 の ２ に 規 定 す 
 

る 指 定 就 労 定 着 支 援 の 利 用 を 希 望 す る 場 合 に は 、 前 項 に 規 定 す る 
 

支 援 が 終 了 し た 日 以 後 速 や か に 当 該 指 定 就 労 定 着 支 援 を 受 け ら れ 
 

る よ う 、 第 194 条 の ３ 第 １ 項 に 規 定 す る 指 定 就 労 定 着 支 援 事 業 者 
 

と の 連 絡 調 整 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 
 

（ 準 用 ） 

第 172 条  第 10 条 か ら 第 18 条 ま で 、 第 20 条 、 第 21 条 、 第 24 条 、 第 29  

、 第 34 条 の ２  第 36 条 の ２ 
条       、      か ら 第 42 条 ま で 、 第 59 条 か ら 第 62 条 

第 37 条 

第 76 条 、 第 77 条    
ま で 、 第 68 条 、 第 70 条 か ら 第 72 条 ま で 、           、 

第 75 条 か ら 第 77 条 ま で 

第 86 条 、 第 87 条 、 第 88 条 か ら 第 94 条 ま で 、 第 146 条 、 第 147 条 及

び 第 157 条 の ２ の 規 定 は 、 指 定 就 労 移 行 支 援 の 事 業 に つ い て 準 用

す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 10 条 第 １ 項 中 「 第 32 条 」 と あ る の は

「 第 172 条 に お い て 準 用 す る 第 91 条 」 と 、 第 16 条 中 「 介 護 給 付 費

」 と あ る の は 「 訓 練 等 給 付 費 」 と 、 第 21 条 第 ２ 項 た だ し 書 中 「 次

条 第 １ 項 」 と あ る の は 「 第 172 条 に お い て 準 用 す る 第 146 条 第 １

項 」 と 、 第 24 条 第 １ 項 中 「 介 護 給 付 費 」 と あ る の は 「 訓 練 等 給 付

費 」 と 、 同 条 第 ２ 項 中 「 第 22 条 第 ２ 項 」 と あ る の は 「 第 172 条 に

お い て 準 用 す る 第 146 条 第 ２ 項 」 と 、 第 59 条 第 １ 項 中 「 療 養 介 護

計 画 」 と あ る の は 「 就 労 移 行 支 援 計 画 」 と 、 第 60 条 第 １ 項 、 第 ２

項 及 び 第 ４ 項 か ら 第 ７ 項 ま で の 規 定 中 「 療 養 介 護 計 画 」 と あ る の
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は 「 就 労 移 行 支 援 計 画 」 と 、 同 条 第 ８ 項 中 「 療 養 介 護 計 画 」 と あ

る の は 「 就 労 移 行 支 援 計 画 」 と 、 「 ６ 月 」 と あ る の は 「 ３ 月 」 と

、 同 条 第 10 項 中 「 療 養 介 護 計 画 」 と あ る の は 「 就 労 移 行 支 援 計 画

」 と 、 第 77 条 第 ２ 項 第 １ 号 中 「 療 養 介 護 計 画 」 と あ る の は 「 就 労

移 行 支 援 計 画 」 と 、 同 項 第 ２ 号 中 「 第 55 条 第 １ 項 」 と あ る の は 「

第 172 条 に お い て 準 用 す る 第 20 条 第 １ 項 」 と 、 同 項 第 ３ 号 中 「 第 

同 項 
67 条 」 と あ る の は 「 第 172 条 に お い て 準 用 す る 第 90 条 」 と 、 

同 項 

第 ４ 号 か ら 第 ６ 号 ま で の 規 定 
中 「 次 条 」 と あ る の は 「 第 172 条 」 

第 ５ 号 及 び 第 ６ 号 

と 、 第 90 条 第 ２ 号 中 「 介 護 給 付 費 又 は 特 例 介 護 給 付 費 」 と あ る の

は 「 訓 練 等 給 付 費 又 は 特 例 訓 練 等 給 付 費 」 と 、 第 157 条 の ２ 第 １

項 中 「 支 給 決 定 障 害 者 （ 指 定 宿 泊 型 自 立 訓 練 を 受 け る 者 及 び 省 令

の 規 定 に よ り 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 に 限 る 。）」 と あ る の は 「

支 給 決 定 障 害 者 （ 省 令 の 規 定 に よ り 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 に 限

る 。）」 と 、 同 条 第 ２ 項 中 「 支 給 決 定 障 害 者 （ 指 定 宿 泊 型 自 立 訓

練 を 受 け る 者 及 び 省 令 の 規 定 に よ り 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 を 除

く 。）」 と あ る の は 「 支 給 決 定 障 害 者 （ 省 令 の 規 定 に よ り 厚 生 労

働 大 臣 が 定 め る 者 を 除 く 。）」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

支 援 等 
（ 職 場 へ の 定 着 の た め の    の 実 施 ） 

支 援 

第 183 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  指 定 就 労 継 続 支 援 Ａ 型 事 業 者 は 、 利 用 者 が 、 第 194 条 の ２ に 規 
 

定 す る 指 定 就 労 定 着 支 援 の 利 用 を 希 望 す る 場 合 に は 、 前 項 に 規 定 
 

す る 支 援 が 終 了 し た 日 以 後 速 や か に 当 該 指 定 就 労 定 着 支 援 を 受 け 
 

ら れ る よ う 、 第 194 条 の ３ 第 １ 項 に 規 定 す る 指 定 就 労 定 着 支 援 事 
 

業 者 と の 連 絡 調 整 に 努 め な け れ ば な ら な い 。 
 

（ 運 営 状 況 に 関 す る 評 価 等 ） 
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第 184 条 の ３  指 定 就 労 継 続 支 援 Ａ 型 事 業 者 は 、 指 定 就 労 継 続 支 援 
 

Ａ 型 事 業 所 ご と に 、 お お む ね １ 年 に １ 回 以 上 、 利 用 者 の 労 働 時 間 
 

そ の 他 の 当 該 指 定 就 労 継 続 支 援 Ａ 型 事 業 所 の 運 営 状 況 に 関 し 必 要 
 

な 事 項 と し て 省 令 の 規 定 に よ り 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 事 項 に つ い 
 

て 、 省 令 の 規 定 に よ り 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る と こ ろ に よ り 、 自 ら 
 

評 価 を 行 い 、 そ の 結 果 を イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 そ の 他 の 方 法 に よ 
 

り 公 表 し な け れ ば な ら な い 。 
 

（ 準 用 ） 

第 185 条  第 10 条 か ら 第 18 条 ま で 、 第 20 条 、 第 21 条 、 第 23 条 、 第 24  

、 第 34 条 の ２  第 36 条 の ２ 
条 、 第 29 条       、      か ら 第 42 条 ま で 、 第 59 条 か 

第 37 条 

第 76 条 、 第 77 条 
ら 第 62 条 ま で 、 第 68 条 、 第 70 条 か ら 第 72 条 ま で 、 

第 75 条 か ら 第 77  

    
、 第 88 条 か ら 第 90 条 ま で 、 第 92 条 か ら 第 94 条 ま で 、 第 146  

条 ま で 

条 、 第 147 条 及 び 第 171 条 の 規 定 は 、 指 定 就 労 継 続 支 援 Ａ 型 の 事

業 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 10 条 第 １ 項 中 「 第 32

条 」 と あ る の は 「 第 184 条 の ２ 」 と 、 第 16 条 中 「 介 護 給 付 費 」 と

あ る の は 「 訓 練 等 給 付 費 」 と 、 第 21 条 第 ２ 項 た だ し 書 中 「 次 条 第

１ 項 」 と あ る の は 「 第 185 条 に お い て 準 用 す る 第 146 条 第 １ 項 」

と 、 第 24 条 第 １ 項 中 「 介 護 給 付 費 」 と あ る の は 「 訓 練 等 給 付 費 」

と 、 同 条 第 ２ 項 中 「 第 22 条 第 ２ 項 」 と あ る の は 「 第 185 条 に お い

て 準 用 す る 第 146 条 第 ２ 項 」 と 、 第 59 条 第 １ 項 及 び 第 60 条 （ 第 ３

項 及 び 第 ９ 項 を 除 く 。） 中 「 療 養 介 護 計 画 」 と あ る の は 「 就 労 継

続 支 援 Ａ 型 計 画 」 と 、 第 77 条 第 ２ 項 第 １ 号 中 「 療 養 介 護 計 画 」 と

あ る の は 「 就 労 継 続 支 援 Ａ 型 計 画 」 と 、 同 項 第 ２ 号 中 「 第 55 条 第

１ 項 」 と あ る の は 「 第 185 条 に お い て 準 用 す る 第 20 条 第 １ 項 」 と

、 同 項 第 ３ 号 中 「 第 67 条 」 と あ る の は 「 第 185 条 に お い て 準 用 す 
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同 項 第 ４ 号 か ら 第 ６ 号 ま で の 規 定 
る 第 90 条 」 と 、                中 「 次 条 」 と あ 

同 項 第 ５ 号 及 び 第 ６ 号 

る の は 「 第 185 条 」 と 、 第 90 条 第 ２ 号 中 「 介 護 給 付 費 又 は 特 例 介

護 給 付 費 」 と あ る の は 「 訓 練 等 給 付 費 又 は 特 例 訓 練 等 給 付 費 」 と 

第 94 条 第 １ 項 
、       中 「 運 営 規 程 」 と あ る の は 「 第 184 条 の ２ の 運 営 

第 94 条 

規 程 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

（ 準 用 ） 

第 190 条  第 10 条 か ら 第 18 条 ま で 、 第 20 条 、 第 21 条 、 第 23 条 、 第 24  

、 第 34 条 の ２  第 36 条 の ２ 
条 、 第 29 条       、      か ら 第 42 条 ま で 、 第 59 条 か 

第 37 条 

第 76 条 、 第 77 条 
ら 第 62 条 ま で 、 第 68 条 、 第 70 条 か ら 第 72 条 ま で 、 

第 75 条 か ら 第 77  

    
   、 第 86 条 、 第 88 条 か ら 第 94 条 ま で 、 第 146 条 、 第 147 条 及 
条 ま で 

び 第 181 条 か ら 第 183 条 ま で の 規 定 は 、 指 定 就 労 継 続 支 援 Ｂ 型 の

事 業 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 10 条 第 １ 項 中 「 第

32 条 」 と あ る の は 「 第 190 条 に お い て 準 用 す る 第 91 条 」 と 、 第 16

条 中 「 介 護 給 付 費 」 と あ る の は 「 訓 練 等 給 付 費 」 と 、 第 21 条 第 ２

項 た だ し 書 中 「 次 条 第 １ 項 」 と あ る の は 「 第 190 条 に お い て 準 用

す る 第 146 条 第 １ 項 」 と 、 第 24 条 第 １ 項 中 「 介 護 給 付 費 」 と あ る

の は 「 訓 練 等 給 付 費 」 と 、 同 条 第 ２ 項 中 「 第 22 条 第 ２ 項 」 と あ る

の は 「 第 190 条 に お い て 準 用 す る 第 146 条 第 ２ 項 」 と 、 第 59 条 第

１ 項 及 び 第 60 条 （ 第 ３ 項 及 び 第 ９ 項 を 除 く 。） 中 「 療 養 介 護 計 画

」 と あ る の は 「 就 労 継 続 支 援 Ｂ 型 計 画 」 と 、 第 77 条 第 ２ 項 第 １ 号

中 「 療 養 介 護 計 画 」 と あ る の は 「 就 労 継 続 支 援 Ｂ 型 計 画 」 と 、 同

項 第 ２ 号 中 「 第 55 条 第 １ 項 」 と あ る の は 「 第 190 条 に お い て 準 用

す る 第 20 条 第 １ 項 」 と 、 同 項 第 ３ 号 中 「 第 67 条 」 と あ る の は 「 第 

同 項 第 ４ 号 か ら 第 ６ 号 ま で 
190 条 に お い て 準 用 す る 第 90 条 」 と 、 

同 項 第 ５ 号 及 び 第 ６ 号 

の 規 定 
中 「 次 条 」 と あ る の は 「 第 190 条 」 と 、 第 90 条 第 ２ 号 中 「 
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介 護 給 付 費 又 は 特 例 介 護 給 付 費 」 と あ る の は 「 訓 練 等 給 付 費 又 は

特 例 訓 練 等 給 付 費 」 と 、 第 181 条 第 １ 項 中 「 第 185 条 」 と あ る の

は 「 第 190 条 」 と 、 「 就 労 継 続 支 援 Ａ 型 計 画 」 と あ る の は 「 就 労

継 続 支 援 Ｂ 型 計 画 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

（ 準 用 ） 

第 194 条  第 10 条 か ら 第 13 条 ま で 、 第 15 条 か ら 第 18 条 ま で 、 第 20 条 

、 第 34 条 の ２  第 
、 第 21 条 、 第 24 条 （ 第 １ 項 を 除 く 。）、 第 29 条       、 

第 

36 条 の ２ 
    か ら 第 42 条 ま で 、 第 52 条 、 第 59 条 か ら 第 62 条 ま で 、 第 70  
37 条 

第 76 条 、 第 77 条    
条 、 第 72 条 、           、 第 86 条 、 第 89 条 、 第 90 条 、 

第 75 条 か ら 第 77 条 ま で 

第 92 条 か ら 第 94 条 ま で 、 第 146 条 （ 第 １ 項 を 除 く 。）、 第 147 条

、 第 181 条 か ら 第 183 条 ま で 及 び 第 186 条 の 規 定 は 、 基 準 該 当 就

労 継 続 支 援 Ｂ 型 の 事 業 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第

10 条 第 １ 項 中 「 第 32 条 」 と あ る の は 「 第 192 条 」 と 、 第 16 条 中 「

介 護 給 付 費 」 と あ る の は 「 特 例 訓 練 等 給 付 費 」 と 、 第 21 条 第 ２ 項

た だ し 書 中 「 次 条 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で 」 と あ る の は 「 第 194 条

に お い て 準 用 す る 第 146 条 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 」 と 、 第 24 条 第 ２ 項

中 「 第 22 条 第 ２ 項 」 と あ る の は 「 第 194 条 に お い て 準 用 す る 第 14  

6 条 第 ２ 項 」 と 、 第 59 条 第 １ 項 及 び 第 60 条 （ 第 ３ 項 及 び 第 ９ 項 を

除 く 。） 中 「 療 養 介 護 計 画 」 と あ る の は 「 基 準 該 当 就 労 継 続 支 援

Ｂ 型 計 画 」 と 、 第 77 条 第 ２ 項 第 １ 号 中 「 療 養 介 護 計 画 」 と あ る の

は 「 基 準 該 当 就 労 継 続 支 援 Ｂ 型 計 画 」 と 、 同 項 第 ２ 号 中 「 第 55 条

第 １ 項 」 と あ る の は 「 第 194 条 に お い て 準 用 す る 第 20 条 第 １ 項 」

と 、 同 項 第 ３ 号 中 「 第 67 条 」 と あ る の は 「 第 194 条 に お い て 準 用 

同 項 第 ４ 号 か ら 第 ６ 号 ま で の 規 定 
す る 第 90 条 」 と 、                中 「 次 条 」 と 

同 項 第 ５ 号 及 び 第 ６ 号 

あ る の は 「 第 194 条 」 と 、 第 90 条 第 ２ 号 中 「 介 護 給 付 費 又 は 特 例 
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第 94 条 第 １ 項 
介 護 給 付 費 」 と あ る の は 「 特 例 訓 練 等 給 付 費 」 と 、 

第 94 条 

中 「 運 営 規 程 」 と あ る の は 「 第 192 条 の 運 営 規 程 」 と 、 第 146 条 

第 ２ 項 中 「 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 費 用 基 準 額 」 と あ る の は 「 基

準 該 当 障 害 福 祉 サ ー ビ ス に つ き 法 第 30 条 第 ３ 項 第 ２ 号 の 厚 生 労 働

大 臣 が 定 め る 基 準 に よ り 算 定 し た 費 用 の 額 （ そ の 額 が 現 に 当 該 基

準 該 当 障 害 福 祉 サ ー ビ ス に 要 し た 費 用 （ 特 定 費 用 を 除 く 。） の 額

を 超 え る と き は 、 当 該 現 に 基 準 該 当 障 害 福 祉 サ ー ビ ス に 要 し た 費

用 の 額 ）」 と 、 同 条 第 ３ 項 中 「 前 ２ 項 」 と あ る の は 「 前 項 」 と 、

同 条 第 ５ 項 中 「 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で 」 と あ る の は 「 第 ２ 項 及 び

第 ３ 項 」 と 、 第 181 条 第 １ 項 中 「 第 185 条 」 と あ る の は 「 第 194

条 」 と 、 「 就 労 継 続 支 援 Ａ 型 計 画 」 と あ る の は 「 基 準 該 当 就 労 継

続 支 援 Ｂ 型 計 画 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

支 援 等 
（ 職 場 へ の 定 着 の た め の    の 実 施 ） 

支 援 

第 194 条 の ８  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  指 定 就 労 定 着 支 援 事 業 者 は 、 利 用 者 に 対 し て 前 項 の 支 援 を 提 供 

又 は テ 
す る に 当 た っ て は 、 １ 月 に １ 回 以 上 、 当 該 利 用 者 と の 対 面    
 

レ ビ 電 話 装 置 等 を 用 い る 方 法 そ の 他 の 対 面 に 相 当 す る 方 法 
に よ り 
 

行 う と と も に 、 １ 月 に １ 回 以 上 、 当 該 利 用 者 を 雇 用 し た 通 常 の 事

業 所 の 事 業 主 を 訪 問 す る こ と に よ り 当 該 利 用 者 の 職 場 で の 状 況 を

把 握 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。 

（ 準 用 ） 

第 36 条 
第 194 条 の 12  第 10 条 か ら 第 24 条 ま で 、 第 30 条 、 第 34 条 か ら 
 

ま で 、 第 37 条 か ら 
第 42 条 ま で 、 第 59 条 、 第 60 条 、 第 62 条 及 び 第 68  

 

条 の 規 定 は 、 指 定 就 労 定 着 支 援 の 事 業 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場

合 に お い て 、 第 10 条 第 １ 項 中 「 第 32 条 」 と あ る の は 「 第 194 条 の
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10 」 と 、 第 16 条 、 第 24 条 第 １ 項 及 び 第 30 条 中 「 介 護 給 付 費 」 と あ

る の は 「 訓 練 等 給 付 費 」 と 、 第 59 条 第 １ 項 及 び 第 60 条 （ 第 ３ 項 及

び 第 ９ 項 を 除 く 。） 中 「 療 養 介 護 計 画 」 と あ る の は 「 就 労 定 着 支

援 計 画 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

（ 準 用 ） 

第 36 条 
第 194 条 の 20  第 10 条 か ら 第 24 条 ま で 、 第 30 条 、 第 34 条 か ら 
 

ま で 、 第 37 条 か ら 
第 42 条 ま で 、 第 59 条 、 第 60 条 、 第 62 条 、 第 68 条 

 

、 第 194 条 の ６ 、 第 194 条 の 10 及 び 第 194 条 の 11 の 規 定 は 、 指 定

自 立 生 活 援 助 の 事 業 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 10

条 第 １ 項 中 「 第 32 条 」 と あ る の は 「 第 194 条 の 20 に お い て 準 用 す

る 第 194 条 の 10 」 と 、 第 16 条 、 第 24 条 第 １ 項 及 び 第 30 条 中 「 介 護

給 付 費 」 と あ る の は 「 訓 練 等 給 付 費 」 と 、 第 59 条 第 １ 項 中 「 療 養

介 護 計 画 」 と あ る の は 「 自 立 生 活 援 助 計 画 」 と 、 第 60 条 第 １ 項 、

第 ２ 項 及 び 第 ４ 項 か ら 第 ７ 項 ま で の 規 定 中 「 療 養 介 護 計 画 」 と あ

る の は 「 自 立 生 活 援 助 計 画 」 と 、 同 条 第 ８ 項 中 「 療 養 介 護 計 画 」

と あ る の は 「 自 立 生 活 援 助 計 画 」 と 、 「 ６ 月 」 と あ る の は 「 ３ 月

」 と 、 同 条 第 10 項 中 「 療 養 介 護 計 画 」 と あ る の は 「 自 立 生 活 援 助

計 画 」 と 、 第 194 条 の ６ 中 「 第 194 条 の 12 」 と あ る の は 「 第 194

条 の 20 」 と 、 第 194 条 の 11 第 ２ 項 各 号 中 「 次 条 」 と あ る の は 「 第

194 条 の 20 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

（ 勤 務 体 制 の 確 保 等 ） 

第 200 条  （ 第 １ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 省 略 ） 

６  指 定 共 同 生 活 援 助 事 業 者 は 、 適 切 な 指 定 共 同 生 活 援 助 の 提 供 を 
 

確 保 す る 観 点 か ら 、 職 場 に お い て 行 わ れ る 性 的 な 言 動 又 は 優 越 的 
 

な 関 係 を 背 景 と し た 言 動 で あ っ て 業 務 上 必 要 か つ 相 当 な 範 囲 を 超 
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え た も の に よ り 従 業 者 の 就 業 環 境 が 害 さ れ る こ と を 防 止 す る た め 
 

の 方 針 の 明 確 化 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 
 

（ 準 用 ） 

第 200 条 の ５  第 10 条 、 第 12 条 、 第 13 条 、 第 15 条 か ら 第 18 条 ま で 、 

、 第 34 条 の ２  第 36 条 の ２ 
第 21 条 、 第 24 条 、 第 29 条       、      か ら 第 42 条 ま 

第 37 条 

第 76 条 、 第 77 条 
で 、 第 55 条 、 第 60 条 、 第 62 条 、 第 68 条 、 第 72 条 、 

第 75 条 か ら 第 77  

    
、 第 90 条 、 第 92 条 、 第 94 条 及 び 第 157 条 の ２ の 規 定 は 、 指 

条 ま で 

定 共 同 生 活 援 助 の 事 業 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第

10 条 第 １ 項 中 「 第 32 条 」 と あ る の は 「 第 199 条 の ３ 」 と 、 第 16 条

中 「 介 護 給 付 費 」 と あ る の は 「 訓 練 等 給 付 費 」 と 、 第 21 条 第 ２ 項

た だ し 書 中 「 次 条 第 １ 項 」 と あ る の は 「 第 198 条 の ４ 第 １ 項 」 と

、 第 24 条 第 １ 項 中 「 介 護 給 付 費 」 と あ る の は 「 訓 練 等 給 付 費 」 と

、 同 条 第 ２ 項 中 「 第 22 条 第 ２ 項 」 と あ る の は 「 第 198 条 の ４ 第 ２

項 」 と 、 第 60 条 （ 第 ３ 項 及 び 第 ９ 項 を 除 く 。） 中 「 療 養 介 護 計 画

」 と あ る の は 「 共 同 生 活 援 助 計 画 」 と 、 第 77 条 第 ２ 項 第 １ 号 中 「

療 養 介 護 計 画 」 と あ る の は 「 共 同 生 活 援 助 計 画 」 と 、 同 項 第 ３ 号

中 「 第 67 条 」 と あ る の は 「 第 200 条 の ５ に お い て 準 用 す る 第 90 条 

同 項 第 ４ 号 か ら 第 ６ 号 ま で の 規 定 
」 と 、                中 「 次 条 」 と あ る の は 「 

同 項 第 ５ 号 及 び 第 ６ 号 

第 200 条 の ５ 」 と 、 第 90 条 第 ２ 号 中 「 介 護 給 付 費 又 は 特 例 介 護 給 

第 
付 費 」 と あ る の は 「 訓 練 等 給 付 費 又 は 特 例 訓 練 等 給 付 費 」 と 、 

第 

94 条 第 １ 項 
     中 「 運 営 規 程 」 と あ る の は 「 第 199 条 の ３ の 運 営 規 程 
94 条 

」 と 、 「 前 条 の 協 力 医 療 機 関 」 と あ る の は 「 第 200 条 の ４ 第 １ 項

の 協 力 医 療 機 関 及 び 同 条 第 ２ 項 の 協 力 歯 科 医 療 機 関 」 と 、 第 157

条 の ２ 第 １ 項 中 「 支 給 決 定 障 害 者 （ 指 定 宿 泊 型 自 立 訓 練 を 受 け る

者 及 び 省 令 の 規 定 に よ り 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 に 限 る 。）」 と
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あ る の は 「 支 給 決 定 障 害 者 （ 入 居 前 の 体 験 的 な 指 定 共 同 生 活 援 助

を 受 け て い る 者 を 除 く 。）」 と 、 同 条 第 ２ 項 中 「 支 給 決 定 障 害 者

（ 指 定 宿 泊 型 自 立 訓 練 を 受 け る 者 及 び 省 令 の 規 定 に よ り 厚 生 労 働

大 臣 が 定 め る 者 を 除 く 。）」 と あ る の は 「 支 給 決 定 障 害 者 （ 入 居

前 の 体 験 的 な 指 定 共 同 生 活 援 助 を 受 け て い る 者 に 限 る 。）」 と 読

み 替 え る も の と す る 。 

（ 従 業 者 の 員 数 ） 

第 200 条 の ８  （ 第 １ 項 省 略 ） 

日 中 サ ー ビ ス 支 援 型 指 定 共 同 生 活 援 助 事 業 所 
２  前 項 に 規 定 す る                     の 

日 中 サ ー ビ ス 支 援 型 指 定 共 同 生 活 援 助 

従 業 者 の ほ か 、 共 同 生 活 住 居 ご と に 、 夜 間 及 び 深 夜 の 時 間 帯 を 通

じ て １ 人 以 上 の 当 該 時 間 帯 に 勤 務 （ 宿 直 勤 務 を 除 く 。） を 行 う 世

話 人 又 は 生 活 支 援 員 を 置 く も の と す る 。 

   （ 第 ３ 項 省 略 ） 

日 中 サ ー ビ ス 支 援 型 指 定 共 同 生 活 
４  第 １ 項 及 び 第 ２ 項 に 規 定 す る 

日 中 サ ー ビ ス 支 援 型 指 定 共 同 生 活 

援 助 事 業 所 の 従 業 者 
     は 、 専 ら 当 該 日 中 サ ー ビ ス 支 援 型 指 定 共 同 生 

援 助 の 従 業 者 

活 援 助 事 業 所 の 職 務 に 従 事 す る 者 で な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、

利 用 者 の 支 援 に 支 障 が な い 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 

日 中 サ ー ビ ス 支 援 型 指 定 共 同 生 活 
５  第 １ 項 及 び 第 ２ 項 に 規 定 す る 

日 中 サ ー ビ ス 支 援 型 指 定 共 同 生 活 

援 助 事 業 所 
の 従 業 者 の う ち １ 人 以 上 は 、 常 勤 で な け れ ば な ら な い 

援 助 

。 

（ 準 用 ） 

第 201 条  第 10 条 、 第 12 条 、 第 13 条 、 第 15 条 か ら 第 18 条 ま で 、 第 21  

、 第 34 条 の ２  第 36 条 の ２ 
条 、 第 24 条 、 第 29 条       、      か ら 第 42 条 ま で 、 

第 37 条 

第 76 条 、 第 77 条   
第 55 条 、 第 60 条 、 第 62 条 、 第 68 条 、 第 72 条 、 

第 75 条 か ら 第 77 条 ま 

  
、 第 90 条 、 第 92 条 、 第 94 条 、 第 157 条 の ２ 、 第 198 条 の ２ か ら 

 で 
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第 198 条 の ６ ま で 及 び 第 199 条 の ３ か ら 第 200 条 の ４ ま で の 規 定

は 、 日 中 サ ー ビ ス 支 援 型 指 定 共 同 生 活 援 助 の 事 業 に つ い て 準 用 す

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 10 条 第 １ 項 中 「 第 32 条 」 と あ る の は 「

第 201 条 に お い て 準 用 す る 第 199 条 の ３ 」 と 、 第 16 条 中 「 介 護 給

付 費 」 と あ る の は 「 訓 練 等 給 付 費 」 と 、 第 21 条 第 ２ 項 た だ し 書 中

「 次 条 第 １ 項 」 と あ る の は 「 第 201 条 に お い て 準 用 す る 第 198 条

の ４ 第 １ 項 」 と 、 第 24 条 第 １ 項 中 「 介 護 給 付 費 」 と あ る の は 「 訓

練 等 給 付 費 」 と 、 同 条 第 ２ 項 中 「 第 22 条 第 ２ 項 」 と あ る の は 「 第

201 条 に お い て 準 用 す る 第 198 条 の ４ 第 ２ 項 」 と 、 第 60 条 （ 第 ３

項 及 び 第 ９ 項 を 除 く 。） 中 「 療 養 介 護 計 画 」 と あ る の は 「 日 中 サ

ー ビ ス 支 援 型 共 同 生 活 援 助 計 画 」 と 、 第 77 条 第 ２ 項 第 １ 号 中 「 療

養 介 護 計 画 」 と あ る の は 「 日 中 サ ー ビ ス 支 援 型 共 同 生 活 援 助 計 画

」 と 、 同 項 第 ３ 号 中 「 第 67 条 」 と あ る の は 「 第 201 条 に お い て 準 

同 項 第 ４ 号 か ら 第 ６ 号 ま で の 規 定 
用 す る 第 90 条 」 と 、                中 「 次 条 」 

同 項 第 ５ 号 及 び 第 ６ 号 

と あ る の は 「 第 201 条 」 と 、 第 90 条 第 ２ 号 中 「 介 護 給 付 費 又 は 特

例 介 護 給 付 費 」 と あ る の は 「 訓 練 等 給 付 費 又 は 特 例 訓 練 等 給 付 費 

第 94 条 第 １ 項 
」 と 、       中 「 運 営 規 程 」 と あ る の は 「 第 201 条 に お い 

第 94 条 

て 準 用 す る 第 199 条 の ３ の 運 営 規 程 」 と 、 「 前 条 の 協 力 医 療 機 関

」 と あ る の は 「 第 201 条 に お い て 準 用 す る 第 200 条 の ４ 第 １ 項 の

協 力 医 療 機 関 及 び 第 201 条 に お い て 準 用 す る 第 200 条 の ４ 第 ２ 項

の 協 力 歯 科 医 療 機 関 」 と 、 第 157 条 の ２ 第 １ 項 中 「 支 給 決 定 障 害

者 （ 指 定 宿 泊 型 自 立 訓 練 を 受 け る 者 及 び 省 令 の 規 定 に よ り 厚 生 労

働 大 臣 が 定 め る 者 に 限 る 。）」 と あ る の は 「 支 給 決 定 障 害 者 （ 入

居 前 の 体 験 的 な 日 中 サ ー ビ ス 支 援 型 指 定 共 同 生 活 援 助 を 受 け て い

る 者 を 除 く 。）」 と 、 同 条 第 ２ 項 中 「 支 給 決 定 障 害 者 （ 指 定 宿 泊
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型 自 立 訓 練 を 受 け る 者 及 び 省 令 の 規 定 に よ り 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め

る 者 を 除 く 。）」 と あ る の は 「 支 給 決 定 障 害 者 （ 入 居 前 の 体 験 的

な 日 中 サ ー ビ ス 支 援 型 指 定 共 同 生 活 援 助 を 受 け て い る 者 に 限 る 。 

）」 と 、 第 198 条 の ５ 第 １ 項 中 「 第 200 条 の ５ 」 と あ る の は 「 第

201 条 」 と 、 「 共 同 生 活 援 助 計 画 」 と あ る の は 「 日 中 サ ー ビ ス 支

援 型 共 同 生 活 援 助 計 画 」 と 、 同 条 第 ２ 項 中 「 共 同 生 活 援 助 計 画 」

と あ る の は 「 日 中 サ ー ビ ス 支 援 型 共 同 生 活 援 助 計 画 」 と 、 第 198

条 の ６ 第 １ 項 中 「 第 200 条 の ５ 」 と あ る の は 「 第 201 条 」 と 読 み

替 え る も の と す る 。 

（ 勤 務 体 制 の 確 保 等 ） 

第 201 条 の 11  （ 第 １ 項 か ら 第 ４ 項 ま で 省 略 ） 

５  外 部 サ ー ビ ス 利 用 型 指 定 共 同 生 活 援 助 事 業 者 は 、 適 切 な 外 部 サ 
 

ー ビ ス 利 用 型 指 定 共 同 生 活 援 助 の 提 供 を 確 保 す る 観 点 か ら 、 職 場 
 

に お い て 行 わ れ る 性 的 な 言 動 又 は 優 越 的 な 関 係 を 背 景 と し た 言 動 
 

で あ っ て 業 務 上 必 要 か つ 相 当 な 範 囲 を 超 え た も の に よ り 従 業 者 の 
 

就 業 環 境 が 害 さ れ る こ と を 防 止 す る た め の 方 針 の 明 確 化 そ の 他 の 
 

必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 
 

（ 準 用 ） 

第 201 条 の 12  第 12 条 、 第 13 条 、 第 15 条 か ら 第 18 条 ま で 、 第 21 条 、 

、 第 34 条 の ２  第 36 条 の ２ 
第 24 条 、 第 29 条       、      か ら 第 42 条 ま で 、 第 55  

第 37 条 

第 76 条 、 第 77 条    
条 、 第 60 条 、 第 62 条 、 第 68 条 、 第 72 条 、           、 

第 75 条 か ら 第 77 条 ま で 

第 90 条 、 第 92 条 、 第 94 条 、 第 157 条 の ２ 、 第 198 条 の ２ か ら 第 19  

9 条 の ２ ま で 及 び 第 200 条 の ２ か ら 第 200 条 の ４ ま で の 規 定 は 、

外 部 サ ー ビ ス 利 用 型 指 定 共 同 生 活 援 助 の 事 業 に つ い て 準 用 す る 。

こ の 場 合 に お い て 、 第 16 条 中 「 介 護 給 付 費 」 と あ る の は 「 訓 練 等
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給 付 費 」 と 、 第 21 条 第 ２ 項 た だ し 書 中 「 次 条 第 １ 項 」 と あ る の は

「 第 201 条 の 12 に お い て 準 用 す る 第 198 条 の ４ 第 １ 項 」 と 、 第 24

条 第 １ 項 中 「 介 護 給 付 費 」 と あ る の は 「 訓 練 等 給 付 費 」 と 、 同 条

第 ２ 項 中 「 第 22 条 第 ２ 項 」 と あ る の は 「 第 201 条 の 12 に お い て 準

用 す る 第 198 条 の ４ 第 ２ 項 」 と 、 第 60 条 （ 第 ３ 項 及 び 第 ９ 項 を 除

く 。） 中 「 療 養 介 護 計 画 」 と あ る の は 「 外 部 サ ー ビ ス 利 用 型 共 同

生 活 援 助 計 画 」 と 、 第 77 条 第 ２ 項 第 １ 号 中 「 療 養 介 護 計 画 」 と あ

る の は 「 外 部 サ ー ビ ス 利 用 型 共 同 生 活 援 助 計 画 」 と 、 同 項 第 ３ 号

中 「 第 67 条 」 と あ る の は 「 第 201 条 の 12 に お い て 準 用 す る 第 90 条 

同 項 第 ４ 号 か ら 第 ６ 号 ま で の 規 定 
」 と 、                中 「 次 条 」 と あ る の は 「 

同 項 第 ５ 号 及 び 第 ６ 号 

第 201 条 の 12 」 と 、 第 90 条 第 ２ 号 中 「 介 護 給 付 費 又 は 特 例 介 護 給 

                            第 
付 費 」 と あ る の は 「 訓 練 等 給 付 費 又 は 特 例 訓 練 等 給 付 費 」 と 、 
                            第 

94 条 第 １ 項 
     中 「 運 営 規 程 」 と あ る の は 「 第 201 条 の ９ の 運 営 規 程 
94 条 

」 と 、 「 前 条 の 協 力 医 療 機 関 」 と あ る の は 「 第 201 条 の 12 に お い

て 準 用 す る 第 200 条 の ４ 第 １ 項 の 協 力 医 療 機 関 及 び 第 201 条 の 12

に お い て 準 用 す る 第 200 条 の ４ 第 ２ 項 の 協 力 歯 科 医 療 機 関 」 と 、

第 157 条 の ２ 第 １ 項 中 「 支 給 決 定 障 害 者 （ 指 定 宿 泊 型 自 立 訓 練 を

受 け る 者 及 び 省 令 の 規 定 に よ り 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 に 限 る 。 

）」 と あ る の は 「 支 給 決 定 障 害 者 （ 入 居 前 の 体 験 的 な 外 部 サ ー ビ

ス 利 用 型 指 定 共 同 生 活 援 助 を 受 け て い る 者 を 除 く 。）」 と 、 同 条

第 ２ 項 中 「 支 給 決 定 障 害 者 （ 指 定 宿 泊 型 自 立 訓 練 を 受 け る 者 及 び

省 令 の 規 定 に よ り 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 を 除 く 。）」 と あ る の

は 「 支 給 決 定 障 害 者 （ 入 居 前 の 体 験 的 な 外 部 サ ー ビ ス 利 用 型 指 定

共 同 生 活 援 助 を 受 け て い る 者 に 限 る 。）」 と 、 第 198 条 の ５ 第 １

項 中 「 第 200 条 の ５ 」 と あ る の は 「 第 201 条 の 12 」 と 、 「 共 同 生
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活 援 助 計 画 」 と あ る の は 「 外 部 サ ー ビ ス 利 用 型 共 同 生 活 援 助 計 画

」 と 、 同 条 第 ２ 項 中 「 共 同 生 活 援 助 計 画 」 と あ る の は 「 外 部 サ ー

ビ ス 利 用 型 共 同 生 活 援 助 計 画 」 と 、 第 198 条 の ６ 第 １ 項 中 「 第 20  

0 条 の ５ 」 と あ る の は 「 第 201 条 の 12 」 と 、 第 199 条 第 ３ 項 中 「

当 該 指 定 共 同 生 活 援 助 事 業 所 の 従 業 者 」 と あ る の は 「 当 該 外 部 サ

ー ビ ス 利 用 型 指 定 共 同 生 活 援 助 事 業 所 及 び 受 託 居 宅 介 護 サ ー ビ ス

事 業 所 の 従 業 者 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

（ 従 業 者 の 員 数 等 に 関 す る 特 例 ） 

第 202 条  多 機 能 型 に よ る 指 定 生 活 介 護 事 業 所 、 指 定 自 立 訓 練 （ 機 

能 訓 練 ） 事 業 所 、 指 定 自 立 訓 練 （ 生 活 訓 練 ） 事 業 所 、 指 定 就 労 移

行 支 援 事 業 所 、 指 定 就 労 継 続 支 援 Ａ 型 事 業 所 及 び 指 定 就 労 継 続 支

援 Ｂ 型 事 業 所 並 び に 指 定 児 童 発 達 支 援 事 業 所 、 指 定 医 療 型 児 童 発

達 支 援 事 業 所 （ 指 定 通 所 支 援 基 準 条 例 第 63 条 第 １ 項 の 指 定 医 療 型

児 童 発 達 支 援 事 業 所 を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。） 及 び 指 定 放 課

後 等 デ イ サ ー ビ ス 事 業 所 （ 以 下 こ の 章 に お い て 「 多 機 能 型 事 業 所

」 と 総 称 す る 。） は 、 一 体 的 に 事 業 を 行 う 多 機 能 型 事 業 所 の 利 用

定 員 数 の 合 計 が 20 人 未 満 で あ る 場 合 は 、 第 80 条 第 ６ 項 、 第 143 条 

      
第 ６ 項 及 び 第 ７ 項 、 第 153 条 第 ６ 項 、 第 163 条 第 ４ 項 

及 び 第 ５ 項 

並 び に 第 174 条 第 ４ 項 （ 第 187 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。

） の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 多 機 能 型 事 業 所 に 置 く べ き 従 業 者 （

医 師 及 び サ ー ビ ス 管 理 責 任 者 を 除 く 。） の う ち １ 人 以 上 は 、 常 勤

で な け れ ば な ら な い 。 

２  多 機 能 型 事 業 所 （ 指 定 児 童 発 達 支 援 事 業 所 、 指 定 医 療 型 児 童 発 

達 支 援 事 業 所 及 び 指 定 放 課 後 等 デ イ サ ー ビ ス 事 業 所 を 多 機 能 型 と

し て 一 体 的 に 行 う も の を 除 く 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。） は 、
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第 80 条 第 １ 項 第 ３ 号 及 び 第 ７ 項 、 第 143 条 第 １ 項 第 ２ 号 及 び 第 ８

項 、 第 153 条 第 １ 項 第 ３ 号 及 び 第 ７ 項 、 第 163 条 第 １ 項 第 ３ 号 及 

第 ５ 項 
び    並 び に 第 174 条 第 １ 項 第 ２ 号 及 び 第 ５ 項 （ こ れ ら の 規 定 

第 ６ 項 

を 第 187 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 規 定 に か か わ ら ず

、 一 体 的 に 事 業 を 行 う 多 機 能 型 事 業 所 の う ち 省 令 の 規 定 に よ り 厚

生 労 働 大 臣 が 定 め る も の を 一 の 事 業 所 で あ る と み な し て 、 当 該 一

の 事 業 所 と み な さ れ た 事 業 所 に 置 く べ き サ ー ビ ス 管 理 責 任 者 の 数

を 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 当 該 多 機 能 型 事 業 所 の 利 用 者 の 数 の 合 計 の

区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 数 と し 、 こ の 項 の 規 定 に よ り 置 く

べ き も の と さ れ る サ ー ビ ス 管 理 責 任 者 の う ち １ 人 以 上 は 、 常 勤 で

な け れ ば な ら な い 。 

   （ 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 省 略 ） 

   附  則 

   （ 第 １ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 省 略 ） 

（ 指 定 共 同 生 活 援 助 事 業 所 又 は 日 中 サ ー ビ ス 支 援 型 指 定 共 同 生 活

援 助 事 業 所 に お い て 個 人 単 位 で 居 宅 介 護 等 を 利 用 す る 場 合 の 特 例

） 

６  指 定 共 同 生 活 援 助 事 業 所 又 は 日 中 サ ー ビ ス 支 援 型 指 定 共 同 生 活 

援 助 事 業 所 の 利 用 者 の う ち 、 重 度 訪 問 介 護 、 同 行 援 護 又 は 行 動 援

護 に 係 る 支 給 決 定 を 受 け る こ と が で き る 者 で あ っ て 、 区 分 省 令 第

１ 条 第 ５ 号 の 区 分 ４ 、 同 条 第 ６ 号 の 区 分 ５ 又 は 同 条 第 ７ 号 の 区 分

６ に 該 当 す る も の が 、 共 同 生 活 住 居 内 に お い て 当 該 指 定 共 同 生 活

援 助 事 業 所 又 は 日 中 サ ー ビ ス 支 援 型 指 定 共 同 生 活 援 助 事 業 所 の 従

業 者 以 外 の 者 に よ る 居 宅 介 護 又 は 重 度 訪 問 介 護 の 利 用 を 希 望 す る 

令 和 ６ 年 ３ 月 31 日 
場 合 に つ い て は 、         ま で の 間 、 当 該 利 用 者 に つ い 

平 成 33 年 ３ 月 31 日 
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て 、 第 199 条 第 ３ 項 及 び 第 200 条 の 12 第 ４ 項 の 規 定 は 、 適 用 し な

い 。 

７  指 定 共 同 生 活 援 助 事 業 所 又 は 日 中 サ ー ビ ス 支 援 型 指 定 共 同 生 活 

援 助 事 業 所 の 利 用 者 の う ち 、 区 分 省 令 第 １ 条 第 ５ 号 の 区 分 ４ 、 同

条 第 ６ 号 の 区 分 ５ 又 は 同 条 第 ７ 号 の 区 分 ６ に 該 当 す る 者 が 、 共 同

生 活 住 居 内 に お い て 当 該 指 定 共 同 生 活 援 助 事 業 所 又 は 日 中 サ ー ビ

ス 支 援 型 指 定 共 同 生 活 援 助 事 業 所 の 従 業 者 以 外 の 者 に よ る 居 宅 介

護 （ 身 体 介 護 に 係 る も の に 限 る 。 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 に お い て 同 じ

。） の 利 用 を 希 望 し 、 次 に 掲 げ る 要 件 の い ず れ に も 該 当 す る 場 合 

令 和 ６ 年 ３ 月 31 日 
に つ い て は 、         ま で の 間 、 当 該 利 用 者 に つ い て 、 

平 成 33 年 ３ 月 31 日 

第 199 条 第 ３ 項 及 び 第 200 条 の 12 第 ４ 項 の 規 定 は 、 適 用 し な い 。 

  （ 第 １ 号 、 第 ２ 号 及 び 第 ８ 項 か ら 第 13 項 ま で 省 略 ） 

 

横 浜 市 指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 の 人 員 、 設 備 、 運 営 等 の 基 

準 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                   （下 段  現  行） 

（ 指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 の 一 般 原 則 ） 

第 ３ 条  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

３  指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 は 、 利 用 者 の 人 権 の 擁 護 、 虐 待 の 防 止 等 

               
の た め 、          必 要 な 体 制 の 整 備 を 行 う と と も に 、 

             責 任 者 を 設 置 す る 等                               

                     講 じ な け れ ば    
そ の 従 業 者 に 対 し 、 研 修 を 実 施 す る 等 の 措 置 を   

講 ず る よ う 努 め な 

     
な ら な い 。 

け れ ば 

   （ 第 ４ 項 省 略 ） 

（ 従 業 者 の 員 数 ） 

第 ５ 条  指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 に 置 く べ き 従 業 者 及 び そ の 員 数 は 、 
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 次 の と お り と す る 。 

   （ 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で 省 略 ） 

 (4)  就 労 移 行 支 援 を 行 う 場 合 

   （ ア か ら ウ ま で 省 略 ） 

                             
エ  ア (イ) の 就 労 支 援 員 の う ち 、 １ 人 以 上 は 、 常 勤 で な け れ ば な 

     
ら な い 。 

エ 
（ 本 文 省 略 ） 

オ 

   （ 第 ５ 号 、 第 ６ 号 、 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 省 略 ） 

（ 複 数 の 昼 間 実 施 サ ー ビ ス を 行 う 場 合 に お け る 従 業 者 の 員 数 ） 

第 ７ 条  複 数 の 昼 間 実 施 サ ー ビ ス を 行 う 指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 は 、 

昼 間 実 施 サ ー ビ ス の 利 用 定 員 の 合 計 が 20 人 未 満 で あ る 場 合 は 、 第

５ 条 第 １ 項 第 １ 号 エ 、 第 ２ 号 エ 及 び オ 、 第 ３ 号 エ 、 第 ４ 号 ウ （ イ 

                                   
(ア) に 係 る 部 分 を 除 く 。）    並 び に 第 ５ 号 イ の 規 定 に か か わ ら 

                               及 び エ 

ず 、 当 該 指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 が 提 供 す る 昼 間 実 施 サ ー ビ ス を 行

う 場 合 に 置 く べ き 従 業 者 （ 医 師 及 び サ ー ビ ス 管 理 責 任 者 を 除 く 。

） の う ち 、 １ 人 以 上 は 、 常 勤 で な け れ ば な ら な い 。 

２  複 数 の 昼 間 実 施 サ ー ビ ス を 行 う 指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 は 、 第 ５ 

条 第 １ 項 第 １ 号 ア(ウ) 及 び オ 、 第 ２ 号 ア(イ) 及 び カ 、 第 ３ 号 ア(イ) 及 び 

             エ 並 び に 
オ 、 第 ４ 号 ア(ウ) 、 イ (イ) 及 び     第 ５ 号 ア (イ) 及 び ウ の 規 定 に か 

             オ 並 び に 

か わ ら ず 、 サ ー ビ ス 管 理 責 任 者 の 数 を 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 当 該 指

定 障 害 者 支 援 施 設 等 が 提 供 す る 昼 間 実 施 サ ー ビ ス の う ち 省 令 の 規

定 に よ り 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る も の の 利 用 者 の 数 の 合 計 の 区 分 に

応 じ 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 数 と し 、 こ の 規 定 に よ り 置 く べ き も の と

さ れ る サ ー ビ ス 管 理 責 任 者 の う ち 、 １ 人 以 上 は 、 常 勤 で な け れ ば

な ら な い 。 
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  （ 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 省 略 ） 

（ サ ー ビ ス 提 供 困 難 時 の 対 応 ） 

第 15 条  指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 は 、 生 活 介 護 、 自 立 訓 練 （ 機 能 訓 練 

）、 自 立 訓 練 （ 生 活 訓 練 ）、 就 労 移 行 支 援 又 は 就 労 継 続 支 援 Ｂ 型

に 係 る 通 常 の 事 業 の 実 施 地 域 （ 当 該 指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 が 通 常

時 に 当 該 施 設 障 害 福 祉 サ ー ビ ス を 提 供 す る 地 域 を い う 。 以 下 同 じ

。） 等 を 勘 案 し 、 利 用 申 込 者 に 対 し 自 ら 適 切 な 生 活 介 護 、 自 立 訓

練 （ 機 能 訓 練 ）、 自 立 訓 練 （ 生 活 訓 練 ）、 就 労 移 行 支 援 又 は 就 労

継 続 支 援 Ｂ 型 を 提 供 す る こ と が 困 難 で あ る と 認 め た 場 合 は 、 適 当

な 他 の 指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 、 横 浜 市 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事

業 等 の 人 員 、 設 備 、 運 営 等 の 基 準 に 関 す る 条 例 （ 平 成 24 年 12 月 横 

。 以 下 「 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 基 準 条 例 」 と い う 
浜 市 条 例 第 64 号 
 

。                       指 定 障 害 福 祉 
 ） 第 80 条 第 １ 項 に 規 定 す る 指 定 生 活 介 護 事 業 者 、 

                        同 条 例 

サ ー ビ ス 基 準 条 例 
        第 143 条 第 １ 項 に 規 定 す る 指 定 自 立 訓 練 （ 機 能 
 

       指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 基 準 条 例 
訓 練 ） 事 業 者 、               第 153 条 第 １ 項 に 
       同 条 例 

                    指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ 
規 定 す る 指 定 自 立 訓 練 （ 生 活 訓 練 ） 事 業 者 、          
                    同 条 例 

ス 基 準 条 例 
     第 163 条 第 １ 項 に 規 定 す る 指 定 就 労 移 行 支 援 事 業 者 、 
 

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 基 準 条 例 
              第 189 条 第 １ 項 に 規 定 す る 指 定 就 
同 条 例 

労 継 続 支 援 Ｂ 型 事 業 者 等 の 紹 介 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 速 や か に 講

じ な け れ ば な ら な い 。 

   （ 第 ２ 項 省 略 ） 

（ 施 設 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 計 画 の 作 成 等 ） 

第 27 条  （ 第 １ 項 か ら 第 ４ 項 ま で 省 略 ） 

５  サ ー ビ ス 管 理 責 任 者 は 、 施 設 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 計 画 の 作 成 に 係 

る 会 議 （ 利 用 者 に 対 す る 施 設 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 の 提 供 に 当 た る 
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い い 、 テ レ ビ 電 話 装 置 そ の 他 の 情 
担 当 者 等 を 招 集 し て 行 う 会 議 を 

い う 

報 通 信 機 器 （ 以 下 「 テ レ ビ 電 話 装 置 等 」 と い う 。） を 活 用 し て 行 
 

う こ と が で き る も の と す る 
            。） を 開 催 し 、 前 項 に 規 定 す る 施 設 障 
 

害 福 祉 サ ー ビ ス 計 画 の 原 案 の 内 容 に つ い て 意 見 を 求 め る も の と す

る 。 

   （ 第 ６ 項 か ら 第 10 項 ま で 省 略 ） 

支 援 等 
（ 職 場 へ の 定 着 の た め の    の 実 施 ） 

支 援 

第 36 条  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

３  指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 は 、 就 労 移 行 支 援 の 提 供 に 当 た っ て は 、 
 

利 用 者 が 、 指 定 就 労 定 着 支 援 （ 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 基 準 条 例 第 
 

194 条 の ２ に 規 定 す る 指 定 就 労 定 着 支 援 を い う 。 以 下 同 じ 。） の 
 

利 用 を 希 望 す る 場 合 に は 、 第 １ 項 に 規 定 す る 支 援 が 終 了 し た 日 以 
 

後 速 や か に 当 該 指 定 就 労 定 着 支 援 を 受 け ら れ る よ う 、 指 定 就 労 定 
 

着 支 援 事 業 者 （ 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 基 準 条 例 第 194 条 の ３ 第 １ 
 

項 に 規 定 す る 指 定 就 労 定 着 支 援 事 業 者 を い う 。 以 下 同 じ 。） と の 
 

連 絡 調 整 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 
 

４  指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 は 、 就 労 継 続 支 援 Ｂ 型 の 提 供 に 当 た っ て 
 

は 、 利 用 者 が 、 指 定 就 労 定 着 支 援 の 利 用 を 希 望 す る 場 合 に は 、 第 
 

２ 項 に 規 定 す る 支 援 が 終 了 し た 日 以 後 速 や か に 当 該 指 定 就 労 定 着 
 

支 援 を 受 け ら れ る よ う 、 指 定 就 労 定 着 支 援 事 業 者 と の 連 絡 調 整 に 
 

努 め な け れ ば な ら な い 。 
 

 （ 運 営 規 程 ） 

第 46 条  指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 は 、 次 に 掲 げ る 施 設 の 運 営 に つ い て 

               第 52 条 第 １ 項 
 の 重 要 事 項 に 関 す る 運 営 規 程 （       に お い て 「 運 営 規 程 
               第 52 条 

 」 と い う 。） を 定 め て お か な け れ ば な ら な い 。 
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   （ 第 １ 号 か ら 第 13 号 ま で 省 略 ） 

（ 勤 務 体 制 の 確 保 等 ） 

第 47 条  （ 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で 省 略 ） 

４  指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 は 、 適 切 な 施 設 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 提 供 
 

を 確 保 す る 観 点 か ら 、 職 場 に お い て 行 わ れ る 性 的 な 言 動 又 は 優 越 
 

的 な 関 係 を 背 景 と し た 言 動 で あ っ て 業 務 上 必 要 か つ 相 当 な 範 囲 を 
 

超 え た も の に よ り 従 業 者 の 就 業 環 境 が 害 さ れ る こ と を 防 止 す る た 
 

め の 方 針 の 明 確 化 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 
 

（ 業 務 継 続 計 画 の 策 定 等 ） 
 

第 47 条 の ２  指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 は 、 感 染 症 、 非 常 災 害 等 の 発 生 
 

時 に お い て 、 利 用 者 に 対 す る 施 設 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 提 供 を 継 続 
 

的 に 実 施 す る た め 及 び 非 常 時 の 体 制 で 早 期 の 業 務 再 開 を 図 る た め 
 

の 計 画 （ 以 下 「 業 務 継 続 計 画 」 と い う 。） を 策 定 し 、 当 該 業 務 継 
 

続 計 画 に 従 い 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 
 

２  指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 は 、 従 業 者 に 対 し 、 業 務 継 続 計 画 に つ い 
 

て 周 知 す る と と も に 、 必 要 な 研 修 及 び 訓 練 を 定 期 的 に 実 施 し な け 
 

れ ば な ら な い 。 
 

３  指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 は 、 定 期 的 に 業 務 継 続 計 画 の 見 直 し を 行 
 

い 、 必 要 に 応 じ て そ の 変 更 を 行 う も の と す る 。 
 

（ 非 常 災 害 の 対 策 ） 

第 49 条  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

３  指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 は 、 前 項 に 規 定 す る 訓 練 の 実 施 に 当 た っ 
 

て 、 地 域 住 民 の 参 加 が 得 ら れ る よ う 連 携 に 努 め な け れ ば な ら な い 
 

。 
 

（ 衛 生 管 理 等 ） 
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第 50 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

 当 該 指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 に 
２  指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 は 、              お い て 
              指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 に 

    及 び         及 び          、 次 に 掲 げ 
感 染 症   食 中 毒 が 発 生 し 、   ま ん 延 し な い よ う に 

    又 は         又 は          必 要 な 措 置 

る 措 置 を 講 じ な け れ ば   
な ら な い 。 

を 講 ず る よ う 努 め な け れ ば 

(1)  当 該 指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 に お け る 感 染 症 及 び 食 中 毒 の 予 防 
 

 及 び ま ん 延 の 防 止 の た め の 対 策 を 検 討 す る 委 員 会 （ テ レ ビ 電 話 
 

 装 置 等 を 活 用 し て 行 う こ と が で き る も の と す る 。） を 定 期 的 に 
 

 開 催 す る と と も に 、 そ の 結 果 に つ い て 、 従 業 者 に 周 知 徹 底 を 図 
 

 る こ と 。 
 

(2)  当 該 指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 に お け る 感 染 症 及 び 食 中 毒 の 予 防 
 

及 び ま ん 延 の 防 止 の た め の 指 針 を 整 備 す る こ と 。 
 

(3)  当 該 指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 に お い て 、 従 業 者 に 対 し 、 感 染 症 
 

及 び 食 中 毒 の 予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 の た め の 研 修 並 び に 感 染 症 
 

の 予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 の た め の 訓 練 を 定 期 的 に 実 施 す る こ と 
 

。 
 

（ 掲 示 ） 

第 52 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 は 、 前 項 に 規 定 す る 重 要 事 項 を 記 載 し た 
 

 書 面 を 当 該 指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 に 備 え 付 け 、 か つ 、 こ れ を い つ 
 

 で も 関 係 者 に 自 由 に 閲 覧 さ せ る こ と に よ り 、 同 項 の 規 定 に よ る 掲 
 

 示 に 代 え る こ と が で き る 。 
 

（ 身 体 拘 束 等 の 禁 止 ） 

第 53 条  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

３  指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 は 、 身 体 拘 束 等 の 適 正 化 を 図 る た め 、 次 
 

に 掲 げ る 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 
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(1)  身 体 拘 束 等 の 適 正 化 の た め の 対 策 を 検 討 す る 委 員 会 （ テ レ ビ 
 

電 話 装 置 等 を 活 用 し て 行 う こ と が で き る も の と す る 。） を 定 期 
 

的 に 開 催 す る と と も に 、 そ の 結 果 に つ い て 、 従 業 者 に 周 知 徹 底 
 

を 図 る こ と 。 
 

(2)  身 体 拘 束 等 の 適 正 化 の た め の 指 針 を 整 備 す る こ と 。 
 

(3)  従 業 者 に 対 し 、 身 体 拘 束 等 の 適 正 化 の た め の 研 修 を 定 期 的 に 
 

実 施 す る こ と 。 
 

（ 虐 待 の 防 止 ） 
 

第 59 条 の ２  指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 は 、 虐 待 の 発 生 又 は そ の 再 発 を 
 

防 止 す る た め 、 次 に 掲 げ る 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 
 

(1)  当 該 指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 に お け る 虐 待 の 防 止 の た め の 対 策 
 

を 検 討 す る 委 員 会 （ テ レ ビ 電 話 装 置 等 を 活 用 し て 行 う こ と が で 
 

き る も の と す る 。） を 定 期 的 に 開 催 す る と と も に 、 そ の 結 果 に 
 

つ い て 、 従 業 者 に 周 知 徹 底 を 図 る こ と 。 
 

(2)  当 該 指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 に お い て 、 従 業 者 に 対 し 、 虐 待 の 
 

防 止 の た め の 研 修 を 定 期 的 に 実 施 す る こ と 。 
 

(3)  前 ２ 号 に 掲 げ る 措 置 を 適 切 に 実 施 す る た め の 担 当 者 を 置 く こ 
 

と 。 
 

附  則 

   （ 第 １ 項 省 略 ） 

（ 経 過 的 指 定 障 害 者 支 援 施 設 に 置 く べ き 従 業 者 の 員 数 ） 

２  当 分 の 間 、 第 １ 号 ア(ア) に 規 定 す る 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 に 対 

                      も の       
す る 生 活 介 護 、 規 則 附 則 第 １ 条 の ２ に 規 定 す る        に 

特 定 旧 法 受 給 者 

対 す る 就 労 継 続 支 援 Ａ 型 若 し く は 就 労 継 続 支 援 Ｂ 型 又 は 第 ６ 号 に

規 定 す る 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 に 対 す る 施 設 入 所 支 援 を 提 供 す
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る 指 定 障 害 者 支 援 施 設 （ 以 下 「 経 過 的 指 定 障 害 者 支 援 施 設 」 と い

う 。） に 置 く べ き 従 業 者 及 び そ の 員 数 は 、 第 ５ 条 の 規 定 に か か わ

ら ず 、 次 の と お り と す る 。 

（ 第 １ 号 か ら 第 ６ 号 ま で 及 び 第 ３ 項 か ら 第 23 項 ま で 省 略 ） 

（ 職 場 へ の 定 着 の た め の 支 援 等 の 実 施 ） 
（ 職 場 へ の 定 着 の た め の 支 援 の 実 施 ） 

24  （ 本 文 省 略 ） 

25  経 過 的 指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 は 、 就 労 継 続 支 援 Ａ 型 又 は 就 労 継 
 

続 支 援 Ｂ 型 の 提 供 に 当 た っ て は 、 利 用 者 が 、 指 定 就 労 定 着 支 援 の 
 

利 用 を 希 望 す る 場 合 に は 、 前 項 に 規 定 す る 支 援 が 終 了 し た 日 以 後 
 

速 や か に 当 該 指 定 就 労 定 着 支 援 を 受 け ら れ る よ う 、 指 定 就 労 定 着 
 

支 援 事 業 者 と の 連 絡 調 整 に 努 め な け れ ば な ら な い 。 
 

 （ 利 用 者 及 び 従 業 者 以 外 の 者 の 雇 用 ） 

26  
  （ 本 文 省 略 ） 
25  

 （ 経 過 的 指 定 障 害 者 支 援 施 設 に 関 す る 読 替 え ） 

27  
  経 過 的 指 定 障 害 者 支 援 施 設 に つ い て 第 15 条 、 第 23 条 、 第 31 条 及 
26  

び 第 32 条 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に お い て は 、 第 15 条 第 １ 項 中 「 又

は 就 労 継 続 支 援 Ｂ 型 」 と あ る の は 「 、 就 労 継 続 支 援 Ａ 型 又 は 就 労 

          指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 基 準 条 例 
継 続 支 援 Ｂ 型 」 と 、 「               第 189 条 第 
          同 条 例 

                           指 定 
１ 項 に 規 定 す る 指 定 就 労 継 続 支 援 Ｂ 型 事 業 者 」 と あ る の は 「   
                           同 条 

障 害 福 祉 サ ー ビ ス 基 準 条 例 
第 174 条 第 １ 項 に 規 定 す る 指 定 就 労 継 

例 

         指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 基 準 条 例 
続 支 援 Ａ 型 事 業 者 、               第 189 条 第 １ 
         同 条 例 

項 に 規 定 す る 指 定 就 労 継 続 支 援 Ｂ 型 事 業 者 」 と 、 第 23 条 第 ３ 項 第

２ 号 、 第 31 条 第 ２ 項 及 び 第 32 条 中 「 又 は 就 労 継 続 支 援 Ｂ 型 」 と あ

る の は 「 、 就 労 継 続 支 援 Ａ 型 又 は 就 労 継 続 支 援 Ｂ 型 」 と す る 。 

 （ 多 目 的 室 の 経 過 措 置 ） 
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28  
  （ 本 文 省 略 ） 
27  

 （ 居 室 の 定 員 の 経 過 措 置 ） 

29  
  （ 本 文 省 略 ） 
28  

 （ 居 室 面 積 の 経 過 措 置 ） 

30  
  （ 本 文 省 略 ） 
29  

31  
  （ 本 文 省 略 ） 
30  

32  
  （ 本 文 省 略 ） 
31  

33  
  （ 本 文 省 略 ） 
32  

 （ ブ ザ ー 又 は こ れ に 代 わ る 設 備 の 経 過 措 置 ） 

34  
  （ 本 文 省 略 ） 
33  

35  
  （ 本 文 省 略 ） 
34  

 （ 廊 下 幅 の 経 過 措 置 ） 

36  
  （ 本 文 省 略 ） 
35  

37  
  （ 本 文 省 略 ） 
36  

38  
  （ 本 文 省 略 ） 
37  

39  
  （ 本 文 省 略 ） 
38  

 

横 浜 市 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 の 設 備 及 び 運 営 の 基 準 に 関 

す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                   （下 段  現  行） 

目 次 

   （ 第 １ 章 省 略 ） 

              第 32 条 の ２ 
 第 ２ 章  療 養 介 護 （ 第 ４ 条 ―      ） 

             第 32 条 

   （ 第 ３ 章 か ら 第 10 章 ま で 及 び 附 則 省 略 ） 

（ 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 の 一 般 原 則 等 ） 
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第 ３ 条  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

３  障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 は 、 利 用 者 の 人 権 の 擁 護 、 虐 待 の 防 止 

           
等 の た め 、           必 要 な 体 制 の 整 備 を 行 う と と も 

                責 任 者 の 設 置 そ の 他 の                               

                      講 じ な け れ ば   
に 、 そ の 職 員 に 対 し 、 研 修 の 実 施 そ の 他 の 措 置 を 

                       講 ず る よ う 努 め 

      
     な ら な い 。 

な け れ ば 

  （ 第 ４ 項 及 び 第 ５ 項 省 略 ） 

（ 非 常 災 害 の 対 策 ） 

第 ８ 条  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

３  療 養 介 護 事 業 者 は 、 前 項 に 規 定 す る 訓 練 の 実 施 に 当 た っ て 、 地 
 

域 住 民 の 参 加 が 得 ら れ る よ う 連 携 に 努 め な け れ ば な ら な い 。 
 

（ 療 養 介 護 計 画 の 作 成 等 ） 

第 17 条  （ 第 １ 項 か ら 第 ４ 項 ま で 省 略 ） 

５  サ ー ビ ス 管 理 責 任 者 は 、 療 養 介 護 計 画 の 作 成 に 係 る 会 議 （ 利 用

者 に 対 す る 療 養 介 護 の 提 供 に 当 た る 担 当 者 等 を 招 集 し て 行 う 会 議 

  い い 、 テ レ ビ 電 話 装 置 そ の 他 の 情 報 通 信 機 器 （ 以 下 「 テ レ ビ 電 
 を 

い う 

話 装 置 等 」 と い う 。） を 活 用 し て 行 う こ と が で き る も の と す る 
。 

 

） を 開 催 し 、 前 項 の 療 養 介 護 計 画 の 原 案 の 内 容 に つ い て 意 見 を 求

め る も の と す る 。 

  （ 第 ６ 項 か ら 第 10 項 ま で 省 略 ） 

（ 勤 務 体 制 の 確 保 等 ） 

第 25 条  （ 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で 省 略 ） 

４  療 養 介 護 事 業 者 は 、 適 切 な 療 養 介 護 の 提 供 を 確 保 す る 観 点 か ら 
 

、 職 場 に お い て 行 わ れ る 性 的 な 言 動 又 は 優 越 的 な 関 係 を 背 景 と し 
 

た 言 動 で あ っ て 業 務 上 必 要 か つ 相 当 な 範 囲 を 超 え た も の に よ り 職 
 

員 の 就 業 環 境 が 害 さ れ る こ と を 防 止 す る た め の 方 針 の 明 確 化 そ の 
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他 の 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 
 

（ 業 務 継 続 計 画 の 策 定 等 ） 
 

第 25 条 の ２  療 養 介 護 事 業 者 は 、 感 染 症 、 非 常 災 害 等 の 発 生 時 に お 
 

い て 、 利 用 者 に 対 す る 療 養 介 護 の 提 供 を 継 続 的 に 実 施 す る た め 及 
 

び 非 常 時 の 体 制 で 早 期 の 業 務 再 開 を 図 る た め の 計 画 （ 以 下 「 業 務 
 

継 続 計 画 」 と い う 。） を 策 定 し 、 当 該 業 務 継 続 計 画 に 従 い 必 要 な 
 

措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 
 

２  療 養 介 護 事 業 者 は 、 職 員 に 対 し 、 業 務 継 続 計 画 に つ い て 周 知 す 
 

る と と も に 、 必 要 な 研 修 及 び 訓 練 を 定 期 的 に 実 施 し な け れ ば な ら 
 

な い 。 
 

３  療 養 介 護 事 業 者 は 、 定 期 的 に 業 務 継 続 計 画 の 見 直 し を 行 い 、 必 
 

要 に 応 じ て そ の 変 更 を 行 う も の と す る 。 
 

（ 衛 生 管 理 等 ） 

第 27 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

当 該 療 養 介 護 事 業 所 
２  療 養 介 護 事 業 者 は 、          に お い て 感 染 症 及 び 食 
           療 養 介 護 事 業 所 

        及 び          、 次 に 掲 げ る 措 置 を 講 じ 
中 毒 が 発 生 し 、   ま ん 延 し な い よ う に 

        又 は          必 要 な 措 置 を 講 ず る よ う 

な け れ ば   
      な ら な い 。 
努 め な け れ ば 

(1)  当 該 療 養 介 護 事 業 所 に お け る 感 染 症 及 び 食 中 毒 の 予 防 及 び ま 
 

ん 延 の 防 止 の た め の 対 策 を 検 討 す る 委 員 会 （ テ レ ビ 電 話 装 置 等 
 

を 活 用 し て 行 う こ と が で き る も の と す る 。） を 定 期 的 に 開 催 す 
 

る と と も に 、 そ の 結 果 に つ い て 、 職 員 に 周 知 徹 底 を 図 る こ と 。 
 

(2)  当 該 療 養 介 護 事 業 所 に お け る 感 染 症 及 び 食 中 毒 の 予 防 及 び ま 
 

ん 延 の 防 止 の た め の 指 針 を 整 備 す る こ と 。 
 

(3)  当 該 療 養 介 護 事 業 所 に お い て 、 職 員 に 対 し 、 感 染 症 及 び 食 中 
 

毒 の 予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 の た め の 研 修 並 び に 感 染 症 の 予 防 及 
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び ま ん 延 の 防 止 の た め の 訓 練 を 定 期 的 に 実 施 す る こ と 。 
 

（ 身 体 拘 束 等 の 禁 止 ） 

第 28 条  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

３  療 養 介 護 事 業 者 は 、 身 体 拘 束 等 の 適 正 化 を 図 る た め 、 次 に 掲 げ 
 

る 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 
 

(1)  身 体 拘 束 等 の 適 正 化 の た め の 対 策 を 検 討 す る 委 員 会 （ テ レ ビ 
 

電 話 装 置 等 を 活 用 し て 行 う こ と が で き る も の と す る 。） を 定 期 
 

的 に 開 催 す る と と も に 、 そ の 結 果 に つ い て 、 職 員 に 周 知 徹 底 を 
 

図 る こ と 。 
 

(2)  身 体 拘 束 等 の 適 正 化 の た め の 指 針 を 整 備 す る こ と 。 
 

(3)  職 員 に 対 し 、 身 体 拘 束 等 の 適 正 化 の た め の 研 修 を 定 期 的 に 実 
 

施 す る こ と 。 
 

（ 虐 待 の 防 止 ） 
 

第 32 条 の ２  療 養 介 護 事 業 者 は 、 虐 待 の 発 生 又 は そ の 再 発 を 防 止 す 
 

る た め 、 次 に 掲 げ る 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 
 

(1)  当 該 療 養 介 護 事 業 所 に お け る 虐 待 の 防 止 の た め の 対 策 を 検 討 
 

  す る 委 員 会 （ テ レ ビ 電 話 装 置 等 を 活 用 し て 行 う こ と が で き る も 
 

  の と す る 。） を 定 期 的 に 開 催 す る と と も に 、 そ の 結 果 に つ い て 
 

  、 職 員 に 周 知 徹 底 を 図 る こ と 。 
 

(2)  当 該 療 養 介 護 事 業 所 に お い て 、 職 員 に 対 し 、 虐 待 の 防 止 の た 
 

  め の 研 修 を 定 期 的 に 実 施 す る こ と 。 
 

(3)  前 ２ 号 に 掲 げ る 措 置 を 適 切 に 実 施 す る た め の 担 当 者 を 置 く こ 
 

と 。 
 

支 援 等 
（ 職 場 へ の 定 着 の た め の    の 実 施 ） 

支 援 

第 44 条 の ２  （ 第 １ 項 省 略 ） 
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２  生 活 介 護 事 業 者 は 、 当 該 生 活 介 護 事 業 者 が 提 供 す る 生 活 介 護 を 
 

受 け て 通 常 の 事 業 所 に 新 た に 雇 用 さ れ た 障 害 者 が 、 指 定 就 労 定 着 
 

支 援 （ 横 浜 市 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事 業 等 の 人 員 、 設 備 、 運 営 
 

等 の 基 準 に 関 す る 条 例 （ 平 成 24 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 64 号 ） 第 194  
 

条 の ２ に 規 定 す る 指 定 就 労 定 着 支 援 を い う 。 以 下 同 じ 。） の 利 用 
 

を 希 望 す る 場 合 に は 、 前 項 に 規 定 す る 支 援 が 終 了 し た 日 以 後 速 や 
 

か に 当 該 指 定 就 労 定 着 支 援 を 受 け ら れ る よ う 、 指 定 就 労 定 着 支 援 
 

事 業 者 （ 同 条 例 第 194 条 の ３ 第 １ 項 に 規 定 す る 指 定 就 労 定 着 支 援 
 

事 業 者 を い う 。 以 下 同 じ 。） と の 連 絡 調 整 に 努 め な け れ ば な ら な 
 

い 。 
 

（ 衛 生 管 理 等 ） 

第 48 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

当 該 生 活 介 護 事 業 所 
２  生 活 介 護 事 業 者 は 、          に お い て 感 染 症 及 び 食 
           生 活 介 護 事 業 所 

        及 び          、 次 に 掲 げ る 措 置 を 講 じ 
中 毒 が 発 生 し 、   ま ん 延 し な い よ う に 

        又 は          必 要 な 措 置 を 講 ず る よ う 

な け れ ば   
      な ら な い 。 
努 め な け れ ば 

(1)  当 該 生 活 介 護 事 業 所 に お け る 感 染 症 及 び 食 中 毒 の 予 防 及 び ま 
 

ん 延 の 防 止 の た め の 対 策 を 検 討 す る 委 員 会 （ テ レ ビ 電 話 装 置 等 
 

を 活 用 し て 行 う こ と が で き る も の と す る 。） を 定 期 的 に 開 催 す 
 

る と と も に 、 そ の 結 果 に つ い て 、 職 員 に 周 知 徹 底 を 図 る こ と 。 
 

(2)  当 該 生 活 介 護 事 業 所 に お け る 感 染 症 及 び 食 中 毒 の 予 防 及 び ま 
 

ん 延 の 防 止 の た め の 指 針 を 整 備 す る こ と 。 
 

(3)  当 該 生 活 介 護 事 業 所 に お い て 、 職 員 に 対 し 、 感 染 症 及 び 食 中 
 

 毒 の 予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 の た め の 研 修 並 び に 感 染 症 の 予 防 及 
 

 び ま ん 延 の 防 止 の た め の 訓 練 を 定 期 的 に 実 施 す る こ と 。 
 

（ 準 用 ） 
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第 50 条  第 ８ 条 、 第 ９ 条 、 第 13 条 か ら 第 19 条 ま で 、 第 24 条 か ら 第 26  

第 32 条 の ２ 
条 ま で 及 び 第 28 条 か ら      ま で の 規 定 は 、 生 活 介 護 の 事 業 

第 32 条 

に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 ９ 条 第 ２ 項 第 １ 号 、 第

16 条 第 １ 項 及 び 第 17 条 （ 第 ３ 項 及 び 第 ９ 項 を 除 く 。） 中 「 療 養 介

護 計 画 」 と あ る の は 、 「 生 活 介 護 計 画 」 と 読 み 替 え る も の と す る

。 

（ 準 用 ） 

第 55 条  第 ８ 条 、 第 ９ 条 、 第 13 条 か ら 第 19 条 ま で 、 第 24 条 か ら 第 26  

第 32 条 の ２ 
条 ま で 、 第 28 条 か ら      ま で 、 第 34 条 か ら 第 38 条 ま で 、 第 

第 32 条 

40 条 、 第 41 条 及 び 第 44 条 の ２ か ら 第 49 条 ま で の 規 定 は 、 自 立 訓 練

（ 機 能 訓 練 ） の 事 業 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 ９

条 第 ２ 項 第 １ 号 及 び 第 16 条 第 １ 項 中 「 療 養 介 護 計 画 」 と あ る の は

「 自 立 訓 練 （ 機 能 訓 練 ） 計 画 」 と 、 第 17 条 第 １ 項 、 第 ２ 項 及 び 第

４ 項 か ら 第 ７ 項 ま で の 規 定 中 「 療 養 介 護 計 画 」 と あ る の は 「 自 立

訓 練 （ 機 能 訓 練 ） 計 画 」 と 、 同 条 第 ８ 項 中 「 療 養 介 護 計 画 」 と あ

る の は 「 自 立 訓 練 （ 機 能 訓 練 ） 計 画 」 と 、 「 ６ 月 」 と あ る の は 「

３ 月 」 と 、 同 条 第 10 項 中 「 療 養 介 護 計 画 」 と あ る の は 「 自 立 訓 練

（ 機 能 訓 練 ） 計 画 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

（ 準 用 ） 

第 60 条  第 ８ 条 、 第 ９ 条 、 第 13 条 か ら 第 19 条 ま で 、 第 24 条 か ら 第 26  

第 32 条 の ２ 
条 ま で 、 第 28 条 か ら      ま で 、 第 34 条 か ら 第 36 条 ま で 、 第 

第 32 条 

40 条 、 第 41 条 、 第 44 条 の ２ か ら 第 49 条 ま で 、 第 53 条 及 び 第 54 条 の

規 定 は 、 自 立 訓 練 （ 生 活 訓 練 ） の 事 業 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場

合 に お い て 、 第 ９ 条 第 ２ 項 第 １ 号 及 び 第 16 条 第 １ 項 中 「 療 養 介 護

計 画 」 と あ る の は 「 自 立 訓 練 （ 生 活 訓 練 ） 計 画 」 と 、 第 17 条 第 １
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項 、 第 ２ 項 及 び 第 ４ 項 か ら 第 ７ 項 ま で の 規 定 中 「 療 養 介 護 計 画 」

と あ る の は 「 自 立 訓 練 （ 生 活 訓 練 ） 計 画 」 と 、 同 条 第 ８ 項 中 「 療

養 介 護 計 画 」 と あ る の は 「 自 立 訓 練 （ 生 活 訓 練 ） 計 画 」 と 、 「 ６

月 」 と あ る の は 「 ３ 月 」 と 、 同 条 第 10 項 中 「 療 養 介 護 計 画 」 と あ

る の は 「 自 立 訓 練 （ 生 活 訓 練 ） 計 画 」 と 、 第 40 条 第 ２ 項 中 「 ６ 人

以 上 」 と あ る の は 「 宿 泊 型 自 立 訓 練 以 外 の 自 立 訓 練 （ 生 活 訓 練 ）

に つ い て は ６ 人 以 上 、 宿 泊 型 自 立 訓 練 に つ い て は 10 人 以 上 」 と 読

み 替 え る も の と す る 。 

（ 職 員 の 配 置 の 基 準 ） 

第 63 条  （ 第 １ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 省 略 ） 

                               
６  第 １ 項 第 ３ 号 の 就 労 支 援 員 の う ち １ 人 以 上 は 、 常 勤 で な け れ ば 

      
な ら な い 。 

６ 
（ 本 文 省 略 ） 

７ 

（ 認 定 就 労 移 行 支 援 事 業 所 の 職 員 の 員 数 ） 

第 64 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

第 ６ 項 ま で      
２  前 条 第 ２ 項 か ら           の 規 定 は 、 前 項 の 職 員 及 

第 ５ 項 ま で 及 び 第 ７ 項 

び そ の 員 数 に つ い て 準 用 す る 。 

支 援 等 
（ 職 場 へ の 定 着 の た め の    の 実 施 ） 

支 援 

第 67 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  就 労 移 行 支 援 事 業 者 は 、 利 用 者 が 、 指 定 就 労 定 着 支 援 の 利 用 を 
 

希 望 す る 場 合 に は 、 前 項 に 規 定 す る 支 援 が 終 了 し た 日 以 後 速 や か 
 

に 当 該 指 定 就 労 定 着 支 援 を 受 け ら れ る よ う 、 指 定 就 労 定 着 支 援 事 
 

業 者 と の 連 絡 調 整 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 
 

（ 準 用 ） 

第 69 条  第 ８ 条 、 第 ９ 条 、 第 13 条 か ら 第 19 条 ま で 、 第 24 条 か ら 第 26  
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第 32 条 の ２ 
条 ま で 、 第 28 条 か ら      ま で 、 第 34 条 か ら 第 38 条 ま で 、 第 

第 32 条 

40 条 、 第 41 条 、 第 43 条 、 第 44 条 、 第 45 条 か ら 第 49 条 ま で 及 び 第 53

条 の 規 定 は 、 就 労 移 行 支 援 の 事 業 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に

お い て 、 第 ９ 条 第 ２ 項 第 １ 号 及 び 第 16 条 第 １ 項 中 「 療 養 介 護 計 画

」 と あ る の は 「 就 労 移 行 支 援 計 画 」 と 、 第 17 条 第 １ 項 、 第 ２ 項 及

び 第 ４ 項 か ら 第 ７ 項 ま で の 規 定 中 「 療 養 介 護 計 画 」 と あ る の は 「

就 労 移 行 支 援 計 画 」 と 、 同 条 第 ８ 項 中 「 療 養 介 護 計 画 」 と あ る の

は 「 就 労 移 行 支 援 計 画 」 と 、 「 ６ 月 」 と あ る の は 「 ３ 月 」 と 、 同

条 第 10 項 中 「 療 養 介 護 計 画 」 と あ る の は 「 就 労 移 行 支 援 計 画 」 と

、 第 40 条 第 １ 項 中 「 生 活 介 護 事 業 所 」 と あ る の は 「 就 労 移 行 支 援

事 業 所 （ 認 定 就 労 移 行 支 援 事 業 所 を 除 く 。）」 と 読 み 替 え る も の

と す る 。 

（ 運 営 状 況 に 関 す る 評 価 等 ） 
 

第 71 条 の ３  就 労 継 続 支 援 Ａ 型 事 業 者 は 、 就 労 継 続 支 援 Ａ 型 事 業 所 
 

ご と に 、 お お む ね １ 年 に １ 回 以 上 、 利 用 者 の 労 働 時 間 そ の 他 の 当 
 

該 就 労 継 続 支 援 Ａ 型 事 業 所 の 運 営 状 況 に 関 し 必 要 な 事 項 と し て 省 
 

令 の 規 定 に よ り 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 事 項 に つ い て 、 省 令 の 規 定 
 

に よ り 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る と こ ろ に よ り 、 自 ら 評 価 を 行 い 、 そ 
 

の 結 果 を イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 そ の 他 の 方 法 に よ り 公 表 し な け れ 
 

ば な ら な い 。 
 

支 援 等 
（ 職 場 へ の 定 着 の た め の    の 実 施 ） 

支 援 

第 82 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  就 労 継 続 支 援 Ａ 型 事 業 者 は 、 利 用 者 が 、 指 定 就 労 定 着 支 援 の 利 
 

用 を 希 望 す る 場 合 に は 、 前 項 に 規 定 す る 支 援 が 終 了 し た 日 以 後 速 
 

や か に 当 該 指 定 就 労 定 着 支 援 を 受 け ら れ る よ う 、 指 定 就 労 定 着 支 
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援 事 業 者 と の 連 絡 調 整 に 努 め な け れ ば な ら な い 。 
 

（ 準 用 ） 

第 84 条  第 ８ 条 、 第 ９ 条 、 第 13 条 か ら 第 19 条 ま で 、 第 24 条 か ら 第 26  

第 32 条 の ２ 
条 ま で 、 第 28 条 か ら      ま で 、 第 34 条 、 第 41 条 、 第 45 条 か 

第 32 条 

ら 第 49 条 ま で 及 び 第 53 条 の 規 定 は 、 就 労 継 続 支 援 Ａ 型 の 事 業 に つ

い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 ９ 条 第 ２ 項 第 １ 号 、 第 16 条

第 １ 項 及 び 第 17 条 （ 第 ３ 項 及 び 第 ９ 項 を 除 く 。） 中 「 療 養 介 護 計

画 」 と あ る の は 、 「 就 労 継 続 支 援 Ａ 型 計 画 」 と 読 み 替 え る も の と

す る 。 

（ 準 用 ） 

第 87 条  第 ８ 条 、 第 ９ 条 、 第 13 条 か ら 第 19 条 ま で 、 第 24 条 か ら 第 26  

第 32 条 の ２ 
条 ま で 、 第 28 条 か ら      ま で 、 第 34 条 、 第 36 条 、 第 37 条 、 

第 32 条 

第 41 条 、 第 43 条 、 第 45 条 か ら 第 49 条 ま で 、 第 53 条 、 第 71 条 、 第 73

条 か ら 第 75 条 ま で 及 び 第 80 条 か ら 第 82 条 ま で の 規 定 は 、 就 労 継 続

支 援 Ｂ 型 の 事 業 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 ９ 条 第

２ 項 第 １ 号 、 第 16 条 第 １ 項 及 び 第 17 条 （ 第 ３ 項 及 び 第 ９ 項 を 除 く

。） 中 「 療 養 介 護 計 画 」 と あ る の は 「 就 労 継 続 支 援 Ｂ 型 計 画 」 と

、 第 80 条 第 １ 項 中 「 第 84 条 」 と あ る の は 「 第 87 条 」 と 、 「 就 労 継

続 支 援 Ａ 型 計 画 」 と あ る の は 「 就 労 継 続 支 援 Ｂ 型 計 画 」 と 読 み 替

え る も の と す る 。 

（ 職 員 の 員 数 等 の 特 例 ） 

第 89 条  多 機 能 型 事 業 所 は 、 一 体 的 に 事 業 を 行 う 多 機 能 型 事 業 所 の 

利 用 定 員 （ 多 機 能 型 児 童 発 達 支 援 事 業 等 を 一 体 的 に 行 う 場 合 に あ

っ て は 、 当 該 多 機 能 型 児 童 発 達 支 援 事 業 等 を 行 う 事 業 所 の 利 用 定

員 を 含 む 。） の 合 計 が 20 人 未 満 で あ る 場 合 は 、 第 39 条 第 ７ 項 、 第 
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52 条 第 ７ 項 及 び 第 ８ 項 、 第 59 条 第 ７ 項 、 第 63 条 第 ５ 項 

及 び 第 ６ 項 

並 び に 第 74 条 第 ５ 項 （ 第 87 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の

規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 多 機 能 型 事 業 所 に 置 く べ き 職 員 （ 多 機 能

型 児 童 発 達 支 援 事 業 等 を 一 体 的 に 行 う 場 合 に あ っ て は 、 指 定 通 所

支 援 基 準 条 例 の 規 定 に よ り 当 該 多 機 能 型 児 童 発 達 支 援 事 業 等 を 行

う 事 業 所 に 置 く べ き も の と さ れ る 職 員 （ 指 定 通 所 支 援 基 準 条 例 第

６ 条 第 １ 項 第 ２ 号 の 児 童 発 達 支 援 管 理 責 任 者 を 除 く 。） を 含 み 、

管 理 者 、 医 師 及 び サ ー ビ ス 管 理 責 任 者 を 除 く 。） の う ち １ 人 以 上

は 、 常 勤 で な け れ ば な ら な い 。 

２  多 機 能 型 事 業 所 は 、 第 39 条 第 １ 項 第 ４ 号 及 び 第 ８ 項 、 第 52 条 第 

１ 項 第 ３ 号 及 び 第 ９ 項 、 第 59 条 第 １ 項 第 ４ 号 及 び 第 ８ 項 、 第 63 条 

第 ６ 項 
第 １ 項 第 ４ 号 及 び    並 び に 第 74 条 第 １ 項 第 ３ 号 及 び 第 ６ 項 （ 

第 ７ 項 

こ れ ら の 規 定 を 第 87 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 規 定 に

か か わ ら ず 、 一 体 的 に 事 業 を 行 う 多 機 能 型 事 業 所 の う ち 省 令 の 規

定 に よ り 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る も の を 一 の 事 業 所 で あ る と み な し

て 、 当 該 一 の 事 業 所 と み な さ れ た 事 業 所 に 置 く べ き サ ー ビ ス 管 理

責 任 者 の 数 を 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 当 該 多 機 能 型 事 業 所 の 利 用 者 の

数 の 合 計 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 数 と す る こ と が で き る

。 こ の 場 合 に お い て 、 こ の 項 の 規 定 に よ り 置 く べ き も の と さ れ る

サ ー ビ ス 管 理 責 任 者 の う ち １ 人 以 上 は 、 常 勤 で な け れ ば な ら な い

。 

   （ 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 省 略 ） 

 

横 浜 市 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー の 設 備 及 び 運 営 の 基 準 に 関 

す る 条 例 （ 抜 粋 ） 
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                     上 段  改 正 案 
                   （下 段  現  行） 

（ 基 本 方 針 等 ） 

第 ２ 条  （ 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で 省 略 ） 

４  地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー は 、 利 用 者 の 人 権 の 擁 護 、 虐 待 の 防 止 等 

          
の た め 、          必 要 な 体 制 の 整 備 を 行 う と と も に 、 

             責 任 者 を 設 置 す る 等                               

                    講 じ な け れ ば     
そ の 職 員 に 対 し 、 研 修 を 実 施 す る 等 の 措 置 を 
                    講 ず る よ う 努 め な け 

    
   な ら な い 。 

れ ば 

   （ 第 ５ 項 及 び 第 ６ 項 省 略 ） 

（ 非 常 災 害 の 対 策 ） 

第 ４ 条  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

３  地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー は 、 前 項 に 規 定 す る 訓 練 の 実 施 に 当 た っ 
 

て 、 地 域 住 民 の 参 加 が 得 ら れ る よ う 連 携 に 努 め な け れ ば な ら な い 
 

。 
 

（ 勤 務 体 制 の 確 保 等 ） 
 

第 13 条 の ２  地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー は 、 利 用 者 に 対 し 、 適 切 な サ ー 
 

ビ ス を 提 供 で き る よ う 、 職 員 の 勤 務 の 体 制 を 定 め て お か な け れ ば 
 

な ら な い 。 
 

２  地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー は 、 当 該 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー の 職 員 に 
 

よ っ て サ ー ビ ス を 提 供 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 利 用 者 の 支 
 

援 に 直 接 影 響 を 及 ぼ さ な い 業 務 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。 
 

３  地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー は 、 職 員 の 資 質 の 向 上 の た め に 、 そ の 研 
 

修 の 機 会 を 確 保 し な け れ ば な ら な い 。 
 

４  地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー は 、 適 切 な サ ー ビ ス の 提 供 を 確 保 す る 観 
 

点 か ら 、 職 場 に お い て 行 わ れ る 性 的 な 言 動 又 は 優 越 的 な 関 係 を 背 
 

景 と し た 言 動 で あ っ て 業 務 上 必 要 か つ 相 当 な 範 囲 を 超 え た も の に 
 

139



市第 161 号 

 

よ り 職 員 の 就 業 環 境 が 害 さ れ る こ と を 防 止 す る た め の 方 針 の 明 確 
 

化 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 
 

（ 業 務 継 続 計 画 の 策 定 等 ） 
 

第 14 条 の ２  地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー は 、 感 染 症 、 非 常 災 害 等 の 発 生 
 

時 に お い て 、 利 用 者 に 対 す る サ ー ビ ス の 提 供 を 継 続 的 に 実 施 す る 
 

た め 及 び 非 常 時 の 体 制 で 早 期 の 業 務 再 開 を 図 る た め の 計 画 （ 以 下 
 

「 業 務 継 続 計 画 」 と い う 。） を 策 定 し 、 当 該 業 務 継 続 計 画 に 従 い 
 

必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 
 

２  地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー は 、 職 員 に 対 し 、 業 務 継 続 計 画 に つ い て 
 

周 知 す る と と も に 、 必 要 な 研 修 及 び 訓 練 を 定 期 的 に 実 施 し な け れ 
 

ば な ら な い 。 
 

３  地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー は 、 定 期 的 に 業 務 継 続 計 画 の 見 直 し を 行 
 

い 、 必 要 に 応 じ て そ の 変 更 を 行 う も の と す る 。 
 

（ 衛 生 管 理 等 ） 

第 15 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー は 、 当 該 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー に お い て 

              及 び          、 次 に 掲 げ 
感 染 症 及 び 食 中 毒 が 発 生 し 、   ま ん 延 し な い よ う に 

              又 は          必 要 な 措 置 

る 措 置 を 講 じ な け れ ば   
            な ら な い 。 
を 講 ず る よ う 努 め な け れ ば 

 (1)  当 該 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー に お け る 感 染 症 及 び 食 中 毒 の 予 防 
 

  及 び ま ん 延 の 防 止 の た め の 対 策 を 検 討 す る 委 員 会 （ テ レ ビ 電 話 
 

  装 置 そ の 他 の 情 報 通 信 機 器 （ 以 下 「 テ レ ビ 電 話 装 置 等 」 と い う 
 

  。） を 活 用 し て 行 う こ と が で き る も の と す る 。） を 定 期 的 に 開 
 

  催 す る と と も に 、 そ の 結 果 に つ い て 、 職 員 に 周 知 徹 底 を 図 る こ 
 

  と 。 
 

 (2)  当 該 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー に お け る 感 染 症 及 び 食 中 毒 の 予 防 
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  及 び ま ん 延 の 防 止 の た め の 指 針 を 整 備 す る こ と 。 
 

 (3)  当 該 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー に お い て 、 職 員 に 対 し 、 感 染 症 及 
 

  び 食 中 毒 の 予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 の た め の 研 修 並 び に 感 染 症 の 
 

  予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 の た め の 訓 練 を 定 期 的 に 実 施 す る こ と 。 
 

（ 虐 待 の 防 止 ） 
 

第 18 条 の ２  地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー は 、 虐 待 の 発 生 又 は そ の 再 発 を 
 

 防 止 す る た め 、 次 に 掲 げ る 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 
 

 (1)  当 該 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー に お け る 虐 待 の 防 止 の た め の 対 策 
 

  を 検 討 す る 委 員 会 （ テ レ ビ 電 話 装 置 等 を 活 用 し て 行 う こ と が で 
 

  き る も の と す る 。） を 定 期 的 に 開 催 す る と と も に 、 そ の 結 果 に 
 

  つ い て 、 職 員 に 周 知 徹 底 を 図 る こ と 。 
 

 (2)  当 該 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー に お い て 、 職 員 に 対 し 、 虐 待 の 防 
 

  止 の た め の 研 修 を 定 期 的 に 実 施 す る こ と 。 
 

 (3)  前 ２ 号 に 掲 げ る 措 置 を 適 切 に 実 施 す る た め の 担 当 者 を 置 く こ 
 

  と 。 
 

 

横 浜 市 福 祉 ホ ー ム の 設 備 及 び 運 営 の 基 準 に 関 す る 条 例 （  

抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                   （下 段  現  行） 

（ 基 本 方 針 等 ） 

第 ２ 条  （ 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で 省 略 ） 

   
４  福 祉 ホ ー ム は 、 利 用 者 の 人 権 の 擁 護 、 虐 待 の 防 止 等 の た め 、 

 責 

         
        必 要 な 体 制 の 整 備 を 行 う と と も に 、 そ の 職 員 に 

  任 者 を 設 置 す る 等                               

               講 じ な け れ ば       
対 し 、 研 修 を 実 施 す る 等 の 措 置 を            な ら な 

講 ず る よ う 努 め な け れ ば 

 い 。 
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   （ 第 ５ 項 及 び 第 ６ 項 省 略 ） 

（ 非 常 災 害 の 対 策 ） 

第 ５ 条  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

３  福 祉 ホ ー ム は 、 前 項 に 規 定 す る 訓 練 の 実 施 に 当 た っ て 、 地 域 住 
 

民 の 参 加 が 得 ら れ る よ う 連 携 に 努 め な け れ ば な ら な い 。 
 

 （ 勤 務 体 制 の 確 保 等 ） 
 

第 11 条 の ２  福 祉 ホ ー ム は 、 利 用 者 に 対 し 、 適 切 な サ ー ビ ス を 提 供 
 

で き る よ う 、 職 員 の 勤 務 の 体 制 を 定 め て お か な け れ ば な ら な い 。 
 

２  福 祉 ホ ー ム は 、 当 該 福 祉 ホ ー ム の 職 員 に よ っ て サ ー ビ ス を 提 供 
 

し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 利 用 者 の 支 援 に 直 接 影 響 を 及 ぼ さ 
 

な い 業 務 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。 
 

３  福 祉 ホ ー ム は 、 職 員 の 資 質 の 向 上 の た め に 、 そ の 研 修 の 機 会 を 
 

確 保 し な け れ ば な ら な い 。 
 

４  福 祉 ホ ー ム は 、 適 切 な サ ー ビ ス の 提 供 を 確 保 す る 観 点 か ら 、 職 
 

場 に お い て 行 わ れ る 性 的 な 言 動 又 は 優 越 的 な 関 係 を 背 景 と し た 言 
 

動 で あ っ て 業 務 上 必 要 か つ 相 当 な 範 囲 を 超 え た も の に よ り 職 員 の 
 

就 業 環 境 が 害 さ れ る こ と を 防 止 す る た め の 方 針 の 明 確 化 そ の 他 の 
 

必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 
 

（ 業 務 継 続 計 画 の 策 定 等 ） 
 

第 12 条 の ２  福 祉 ホ ー ム は 、 感 染 症 、 非 常 災 害 等 の 発 生 時 に お い て 
 

、 利 用 者 に 対 す る サ ー ビ ス の 提 供 を 継 続 的 に 実 施 す る た め 及 び 非 
 

常 時 の 体 制 で 早 期 の 業 務 再 開 を 図 る た め の 計 画 （ 以 下 「 業 務 継 続 
 

計 画 」 と い う 。） を 策 定 し 、 当 該 業 務 継 続 計 画 に 従 い 必 要 な 措 置 
 

を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 
 

２  福 祉 ホ ー ム は 、 職 員 に 対 し 、 業 務 継 続 計 画 に つ い て 周 知 す る と 
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と も に 、 必 要 な 研 修 及 び 訓 練 を 定 期 的 に 実 施 し な け れ ば な ら な い 
 

。 
 

３  福 祉 ホ ー ム は 、 定 期 的 に 業 務 継 続 計 画 の 見 直 し を 行 い 、 必 要 に 
 

応 じ て そ の 変 更 を 行 う も の と す る 。 
 

（ 衛 生 管 理 等 ） 

第 13 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

                            及 び 
２  福 祉 ホ ー ム は 、 当 該 福 祉 ホ ー ム に お い て 感 染 症 が 発 生 し 、 
                            又 は 

、 次 に 掲 げ る 措 置 を 講 じ な け れ ば   
ま ん 延 し な い よ う に                  な ら な 

必 要 な 措 置 を 講 ず る よ う 努 め な け れ ば 

い 。 

 (1)  当 該 福 祉 ホ ー ム に お け る 感 染 症 の 予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 の た 
 

  め の 対 策 を 検 討 す る 委 員 会 （ テ レ ビ 電 話 装 置 そ の 他 の 情 報 通 信 
 

  機 器 （ 以 下 「 テ レ ビ 電 話 装 置 等 」 と い う 。） を 活 用 し て 行 う こ 
 

  と が で き る も の と す る 。） を 定 期 的 に 開 催 す る と と も に 、 そ の 
 

  結 果 に つ い て 、 職 員 に 周 知 徹 底 を 図 る こ と 。 
 

 (2)  当 該 福 祉 ホ ー ム に お け る 感 染 症 の 予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 の た 
 

  め の 指 針 を 整 備 す る こ と 。 
 

 (3)  当 該 福 祉 ホ ー ム に お い て 、 職 員 に 対 し 、 感 染 症 の 予 防 及 び ま 
 

  ん 延 の 防 止 の た め の 研 修 及 び 訓 練 を 定 期 的 に 実 施 す る こ と 。 
 

（ 虐 待 の 防 止 ） 
 

第 16 条 の ２  福 祉 ホ ー ム は 、 虐 待 の 発 生 又 は そ の 再 発 を 防 止 す る た 
 

め 、 次 に 掲 げ る 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 
 

 (1)  当 該 福 祉 ホ ー ム に お け る 虐 待 の 防 止 の た め の 対 策 を 検 討 す る 
 

  委 員 会 （ テ レ ビ 電 話 装 置 等 を 活 用 し て 行 う こ と が で き る も の と 
 

  す る 。） を 定 期 的 に 開 催 す る と と も に 、 そ の 結 果 に つ い て 、 職 
 

  員 に 周 知 徹 底 を 図 る こ と 。 
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 (2)  当 該 福 祉 ホ ー ム に お い て 、 職 員 に 対 し 、 虐 待 の 防 止 の た め の 
 

  研 修 を 定 期 的 に 実 施 す る こ と 。 
 

 (3)  前 ２ 号 に 掲 げ る 措 置 を 適 切 に 実 施 す る た め の 担 当 者 を 置 く こ 
 

  と 。 
 

 

横 浜 市 障 害 者 支 援 施 設 の 設 備 及 び 運 営 の 基 準 に 関 す る 条 

例 （ 抜 粋 ）  

                     上 段  改 正 案 
                   （下 段  現  行） 

目 次 

   （ 第 １ 章 省 略 ） 

第 45 条 の ２ 
 第 ２ 章  設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 （ 第 ４ 条 ―      ） 

第 45 条 

  （ 第 ３ 章 及 び 附 則 省 略 ） 

（ 障 害 者 支 援 施 設 の 一 般 原 則 等 ） 

第 ３ 条  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

３  障 害 者 支 援 施 設 は 、 利 用 者 の 人 権 の 擁 護 、 虐 待 の 防 止 等 の た め 

          
、          必 要 な 体 制 の 整 備 を 行 う と と も に 、 そ の 職 

     責 任 者 を 設 置 す る 等                               

                 講 じ な け れ ば       
員 に 対 し 、 研 修 を 実 施 す る 等 の 措 置 を            な 
                 講 ず る よ う 努 め な け れ ば 

 ら な い 。 

   （ 第 ４ 項 及 び 第 ５ 項 省 略 ） 

（ 非 常 災 害 の 対 策 ） 

第 ７ 条  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

３  障 害 者 支 援 施 設 は 、 前 項 に 規 定 す る 訓 練 の 実 施 に 当 た っ て 、 地 
 

域 住 民 の 参 加 が 得 ら れ る よ う 連 携 に 努 め な け れ ば な ら な い 。 
 

（ 職 員 の 配 置 の 基 準 ） 

第 11 条  障 害 者 支 援 施 設 に 置 く べ き 職 員 及 び そ の 員 数 は 、 次 の と お 
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り と す る 。

（ 第 １ 号 か ら 第 ４ 号 ま で 省 略 ）

(5) 就 労 移 行 支 援 を 行 う 場 合

（ ア か ら ウ ま で 省 略 ）

エ ア(イ) の 就 労 支 援 員 の う ち 、 １ 人 以 上 は 、 常 勤 で な け れ ば な

ら な い 。

  エ
（ 本 文 省 略 ）

  オ

（ 第 ６ 号 、 第 ７ 号 及 び 第 ２ 項 か ら 第 ４ 項 ま で 省 略 ）

 （ 複 数 の 昼 間 実 施 サ ー ビ ス を 行 う 場 合 に お け る 職 員 の 員 数 ） 

第 12 条  複 数 の 昼 間 実 施 サ ー ビ ス を 行 う 障 害 者 支 援 施 設 は 、 昼 間 実

施 サ ー ビ ス の 利 用 定 員 の 合 計 が 20 人 未 満 で あ る 場 合 は 、 前 条 第 １

項 第 ２ 号 エ 、 第 ３ 号 エ 及 び オ 、 第 ４ 号 エ 、 第 ５ 号 ウ （ イ(ア) に 係 る

部 分 を 除 く 。）    並 び に 第 ６ 号 イ の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該
及 び エ 

障 害 者 支 援 施 設 が 提 供 す る 昼 間 実 施 サ ー ビ ス を 行 う 場 合 に 置 く べ

き 職 員 （ 施 設 長 、 医 師 及 び サ ー ビ ス 管 理 責 任 者 を 除 く 。） の う ち

 、 １ 人 以 上 は 、 常 勤 で な け れ ば な ら な い 。 

２  複 数 の 昼 間 実 施 サ ー ビ ス を 行 う 障 害 者 支 援 施 設 は 、 前 条 第 １ 項

第 ２ 号 ア(ウ) 及 び オ 、 第 ３ 号 ア(イ) 及 び カ 、 第 ４ 号 ア(イ) 及 び オ 、 第 ５

エ 並 び に
号 ア(ウ) 、 イ (イ) 及 び 第 ６ 号 ア(イ) 及 び ウ の 規 定 に か か わ ら ず

オ 並 び に

、 サ ー ビ ス 管 理 責 任 者 の 数 を 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 当 該 障 害 者 支 援

施 設 が 提 供 す る 昼 間 実 施 サ ー ビ ス の う ち 省 令 の 規 定 に よ り 厚 生 労

働 大 臣 が 定 め る も の の 利 用 者 の 数 の 合 計 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号

に 掲 げ る 数 と し 、 こ の 規 定 に よ り 置 く べ き も の と さ れ る サ ー ビ ス

管 理 責 任 者 の う ち 、 １ 人 以 上 は 、 常 勤 で な け れ ば な ら な い 。 

（ 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 省 略 ）
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（ 施 設 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 計 画 の 作 成 等 ） 

第 19 条  （ 第 １ 項 か ら 第 ４ 項 ま で 省 略 ） 

５  サ ー ビ ス 管 理 責 任 者 は 、 施 設 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 計 画 の 作 成 に 係 

る 会 議 （ 利 用 者 に 対 す る 施 設 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 の 提 供 に 当 た る 

い い 、 テ レ ビ 電 話 装 置 そ の 他 の 情 
担 当 者 等 を 招 集 し て 行 う 会 議 を 

い う 

報 通 信 機 器 （ 以 下 「 テ レ ビ 電 話 装 置 等 」 と い う 。） を 活 用 し て 行 
 

う こ と が で き る も の と す る 
            。） を 開 催 し 、 前 項 に 規 定 す る 施 設 障 
 

害 福 祉 サ ー ビ ス 計 画 の 原 案 の 内 容 に つ い て 意 見 を 求 め る も の と す

る 。 

   （ 第 ６ 項 か ら 第 10 項 ま で 省 略 ） 

支 援 等 
（ 職 場 へ の 定 着 の た め の    の 実 施 ） 

支 援 

第 28 条  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

３  障 害 者 支 援 施 設 は 、 就 労 移 行 支 援 の 提 供 に 当 た っ て は 、 利 用 者 
 

が 、 指 定 就 労 定 着 支 援 （ 横 浜 市 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事 業 等 の 
 

人 員 、 設 備 、 運 営 等 の 基 準 に 関 す る 条 例 （ 平 成 24 年 12 月 横 浜 市 条 
 

例 第 64 号 ） 第 194 条 の ２ に 規 定 す る 指 定 就 労 定 着 支 援 を い う 。 以 
 

下 同 じ 。） の 利 用 を 希 望 す る 場 合 に は 、 第 １ 項 に 規 定 す る 支 援 が 
 

終 了 し た 日 以 後 速 や か に 当 該 指 定 就 労 定 着 支 援 を 受 け ら れ る よ う 
 

、 指 定 就 労 定 着 支 援 事 業 者 （ 同 条 例 第 194 条 の ３ 第 １ 項 に 規 定 す 
 

る 指 定 就 労 定 着 支 援 事 業 者 を い う 。 以 下 同 じ 。） と の 連 絡 調 整 を 
 

行 わ な け れ ば な ら な い 。 
 

４  障 害 者 支 援 施 設 は 、 就 労 継 続 支 援 Ｂ 型 の 提 供 に 当 た っ て は 、 利 
 

用 者 が 、 指 定 就 労 定 着 支 援 の 利 用 を 希 望 す る 場 合 に は 、 第 ２ 項 に 
 

規 定 す る 支 援 が 終 了 し た 日 以 後 速 や か に 当 該 指 定 就 労 定 着 支 援 を 
 

受 け ら れ る よ う 、 指 定 就 労 定 着 支 援 事 業 者 と の 連 絡 調 整 に 努 め な 
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け れ ば な ら な い 。 
 

（ 勤 務 体 制 の 確 保 等 ） 

第 37 条  （ 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で 省 略 ） 

４  障 害 者 支 援 施 設 は 、 適 切 な 施 設 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 提 供 を 確 保 
 

す る 観 点 か ら 、 職 場 に お い て 行 わ れ る 性 的 な 言 動 又 は 優 越 的 な 関 
 

係 を 背 景 と し た 言 動 で あ っ て 業 務 上 必 要 か つ 相 当 な 範 囲 を 超 え た 
 

も の に よ り 職 員 の 就 業 環 境 が 害 さ れ る こ と を 防 止 す る た め の 方 針 
 

の 明 確 化 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 
 

（ 業 務 継 続 計 画 の 策 定 等 ） 
 

第 37 条 の ２  障 害 者 支 援 施 設 は 、 感 染 症 、 非 常 災 害 等 の 発 生 時 に お 
 

い て 、 利 用 者 に 対 す る 施 設 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 提 供 を 継 続 的 に 実 
 

施 す る た め 及 び 非 常 時 の 体 制 で 早 期 の 業 務 再 開 を 図 る た め の 計 画 
 

（ 以 下 「 業 務 継 続 計 画 」 と い う 。） を 策 定 し 、 当 該 業 務 継 続 計 画 
 

に 従 い 必 要 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 
 

２  障 害 者 支 援 施 設 は 、 職 員 に 対 し 、 業 務 継 続 計 画 に つ い て 周 知 す 
 

 る と と も に 、 必 要 な 研 修 及 び 訓 練 を 定 期 的 に 実 施 し な け れ ば な ら 
 

 な い 。 
 

３  障 害 者 支 援 施 設 は 、 定 期 的 に 業 務 継 続 計 画 の 見 直 し を 行 い 、 必 
 

要 に 応 じ て そ の 変 更 を 行 う も の と す る 。 
 

（ 衛 生 管 理 等 ） 

第 39 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

当 該 障 害 者 支 援 施 設 に       及 び 
２  障 害 者 支 援 施 設 は 、           お い て 感 染 症   食 
           障 害 者 支 援 施 設 に         又 は 

        及 び          、 次 に 掲 げ る 措 置 を 講 じ 
中 毒 が 発 生 し 、   ま ん 延 し な い よ う に 

        又 は          必 要 な 措 置 を 講 ず る よ う 

な け れ ば   
       な ら な い 。 

努 め な け れ ば 

(1)  当 該 障 害 者 支 援 施 設 に お け る 感 染 症 及 び 食 中 毒 の 予 防 及 び ま 
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  ん 延 の 防 止 の た め の 対 策 を 検 討 す る 委 員 会 （ テ レ ビ 電 話 装 置 等 
 

  を 活 用 し て 行 う こ と が で き る も の と す る 。） を 定 期 的 に 開 催 す 
 

  る と と も に 、 そ の 結 果 に つ い て 、 職 員 に 周 知 徹 底 を 図 る こ と 。 
 

(2)  当 該 障 害 者 支 援 施 設 に お け る 感 染 症 及 び 食 中 毒 の 予 防 及 び ま 
 

ん 延 の 防 止 の た め の 指 針 を 整 備 す る こ と 。 
 

(3)  当 該 障 害 者 支 援 施 設 に お い て 、 職 員 に 対 し 、 感 染 症 及 び 食 中 
 

毒 の 予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 の た め の 研 修 並 び に 感 染 症 の 予 防 及 
 

び ま ん 延 の 防 止 の た め の 訓 練 を 定 期 的 に 実 施 す る こ と 。 
 

（ 身 体 拘 束 等 の 禁 止 ） 

第 41 条  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

３  障 害 者 支 援 施 設 は 、 身 体 拘 束 等 の 適 正 化 を 図 る た め 、 次 に 掲 げ 
 

る 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 
 

(1)  身 体 拘 束 等 の 適 正 化 の た め の 対 策 を 検 討 す る 委 員 会 （ テ レ ビ 
 

電 話 装 置 等 を 活 用 し て 行 う こ と が で き る も の と す る 。） を 定 期 
 

的 に 開 催 す る と と も に 、 そ の 結 果 に つ い て 、 職 員 に 周 知 徹 底 を 
 

図 る こ と 。 
 

(2)  身 体 拘 束 等 の 適 正 化 の た め の 指 針 を 整 備 す る こ と 。 
 

(3)  職 員 に 対 し 、 身 体 拘 束 等 の 適 正 化 の た め の 研 修 を 定 期 的 に 実 
 

施 す る こ と 。 
 

（ 虐 待 の 防 止 ） 
 

第 45 条 の ２  障 害 者 支 援 施 設 は 、 虐 待 の 発 生 又 は そ の 再 発 を 防 止 す 
 

る た め 、 次 に 掲 げ る 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。 
 

(1)  当 該 障 害 者 支 援 施 設 に お け る 虐 待 の 防 止 の た め の 対 策 を 検 討 
 

す る 委 員 会 （ テ レ ビ 電 話 装 置 等 を 活 用 し て 行 う こ と が で き る も 
 

の と す る 。） を 定 期 的 に 開 催 す る と と も に 、 そ の 結 果 に つ い て 
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、 職 員 に 周 知 徹 底 を 図 る こ と 。 
 

(2)  当 該 障 害 者 支 援 施 設 に お い て 、 職 員 に 対 し 、 虐 待 の 防 止 の た 
 

め の 研 修 を 定 期 的 に 実 施 す る こ と 。 
 

(3)  前 ２ 号 に 掲 げ る 措 置 を 適 切 に 実 施 す る た め の 担 当 者 を 置 く こ 
 

と 。 
 

附  則 

   （ 第 １ 項 省 略 ） 

（ 経 過 的 障 害 者 支 援 施 設 の 設 備 ） 

２  当 分 の 間 、 次 項 第 ２ 号 ア(ア) に 規 定 す る 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 

                        も の     
に 対 す る 生 活 介 護 、 規 則 附 則 第 １ 条 の ２ に 規 定 す る 

                        特 定 旧 法 受 給 

  
に 対 す る 就 労 継 続 支 援 Ａ 型 若 し く は 就 労 継 続 支 援 Ｂ 型 又 は 同 項 

者 

第 ７ 号 に 規 定 す る 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 者 に 対 す る 施 設 入 所 支 援

を 提 供 す る 障 害 者 支 援 施 設 （ 以 下 「 経 過 的 障 害 者 支 援 施 設 」 と い

う 。） に つ い て 第 10 条 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に お い て は 、 就 労 継

続 支 援 Ａ 型 又 は 就 労 継 続 支 援 Ｂ 型 の 用 に 供 す る 訓 練 ・ 作 業 室 は 、

就 労 継 続 支 援 Ａ 型 又 は 就 労 継 続 支 援 Ｂ 型 の 提 供 に 当 た っ て 支 障 が

な い 場 合 は 、 設 け な い こ と が で き る 。 

   （ 第 ３ 項 か ら 第 23 項 ま で 省 略 ） 

 （ 職 場 へ の 定 着 の た め の 支 援 等 の 実 施 ） 
 （ 職 場 へ の 定 着 の た め の 支 援 の 実 施 ） 

24  （ 本 文 省 略 ） 

25  経 過 的 障 害 者 支 援 施 設 は 、 就 労 継 続 支 援 Ａ 型 又 は 就 労 継 続 支 援 
 

Ｂ 型 の 提 供 に 当 た っ て は 、 利 用 者 が 、 指 定 就 労 定 着 支 援 の 利 用 を 
 

希 望 す る 場 合 に は 、 前 項 に 規 定 す る 支 援 が 終 了 し た 日 以 後 速 や か 
 

に 当 該 指 定 就 労 定 着 支 援 を 受 け ら れ る よ う 、 指 定 就 労 定 着 支 援 事 
 

業 者 と の 連 絡 調 整 に 努 め な け れ ば な ら な い 。 
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 （ 利 用 者 及 び 職 員 以 外 の 者 の 雇 用 ） 

26  
  （ 本 文 省 略 ） 
25  

 （ 経 過 的 障 害 者 支 援 施 設 に 関 す る 読 替 え ） 

27  
  （ 本 文 省 略 ） 
26  

 （ 多 目 的 室 の 経 過 措 置 ） 

28  
  （ 本 文 省 略 ） 
27  

 （ 居 室 の 定 員 の 経 過 措 置 ） 

29  
  （ 本 文 省 略 ） 
28  

 （ 居 室 面 積 の 経 過 措 置 ） 

30  
  （ 本 文 省 略 ） 
29  

31  
  （ 本 文 省 略 ） 
30  

32  
  （ 本 文 省 略 ） 
31  

33  
  （ 本 文 省 略 ） 
32  

 （ ブ ザ ー 又 は こ れ に 代 わ る 設 備 の 経 過 措 置 ） 

34  
  （ 本 文 省 略 ） 
33  

 （ 廊 下 幅 の 経 過 措 置 ） 

35  
  （ 本 文 省 略 ） 
34  

36  
  （ 本 文 省 略 ） 
35  

37  
  （ 本 文 省 略 ） 
36  

 

横 浜 市 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス の 事 業 等 の 人 員 、 設 備 、 運 

営 等 の 基 準 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 抜 粋 

）  

                     上 段  改 正 案 
                   （下 段  現  行） 

   附  則 
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   （ 第 １ 項 省 略 ） 

 （ 経 過 措 置 ） 

２  こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 第 ２ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 指 

 定 障 害 者 支 援 施 設 等 の 人 員 、 設 備 、 運 営 等 の 基 準 に 関 す る 条 例 第 

 ６ 条 及 び 第 10 条 の 規 定 の 適 用 を 受 け て い る 指 定 障 害 者 支 援 施 設 （ 

 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 （ 

 平 成 17 年 法 律 第 123 号 ） 第 29 条 第 １ 項 の 指 定 障 害 者 支 援 施 設 を い 

 う 。） に つ い て は 、 横 浜 市 指 定 障 害 者 支 援 施 設 等 の 人 員 、 設 備 、 

 運 営 等 の 基 準 に 関 す る 条 例 第 ５ 条 及 び 第 ９ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 

  令 和 ４ 年 ３ 月 31 日 
 、         ま で の 間 は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 
  平 成 33 年 ３ 月 31 日 
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